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◎監査に係る業務

1 概 要

監査に係る業務について、関係通知等を遵守し、標準化・統一化を図ることとする。

2関係通知等（主たるもの）

（1）法令

・健康保険法（大正11年法律第70号）第87条、第110条

・健康保険法施行規則（大正15年内務省令第36号）第66条

・国民健康保険法（昭和33年法律第192号）第54条

・国民健康保険法施行規則（昭和33年厚生省令第53号）第27条

・高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）第77条

・高齢者の医療の確保に関する法律施行規則（平成19年厚生労働省令第129号）第47条

（2）通知

． 「柔道整復師の施術に係る療養費に関する審査委員会の設置及び指導監査について」

（平成11年10月20日付保発第145号・老発第683号）

･ ｢平成20年10月以降の健康保険及び船員保険に係る柔道整復の受領委任払いに関する
業務の取扱いについて」 （平成20年9月22日付保発第0922㈹1号）

。 「柔道整復師の施術に係る療養費の取り扱いについて」

（平成20年9月22日付保発第0922004号）

3業 務 内 容

監査については､･関係通知等に基づき、事務所等においては次により行うこととする。
（1）実施場所

．①原則として､事務所等の会議室で実施する。

②柔道整復師の住所地が遠隔地にある等､上記の使用が困難な場合は､公的施設等を使用
する。

③都道府県柔道整復師会等の会議室は、原則として使用しない。

（2）監査担当者

①原則として､事務所等の指導医療官､保険指導医､担当事務官(指導監査課長､都府県
事務所長､各課課長及び医療指導監視監査官等をいう。以下同じ｡）、都道府県指導医(都
道府県において保険医療機関等の指導監査業務に従事する者であって、その役職名、常
勤・非常勤の別を問わない。以下同じ。 ）及び都道府県担当者で行う。

②監査内容を考慮して医学的見解等力泌要とされない場合においては､担当事務官及び都
道府県担当者のみで監査を行っても差し支えない。 ．

③必要に応じて、地方厚生（支）局内の指導医療官及び事務官も監査に加える。
④被監査者力垪護士を帯同し､監査実施に先立ち法律論争となることが予想される等､法
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律的知見に基づく対応が必要な場合には、訟務専門員を監査に加えて差し支えない。

（3）患者調査

患者からの受療状況等の聴取が必要と考えられる場合には、速やかに患者調査を行う。

（4）監査実施通知

①監査対象となる受領委任の取扱いにより療養費を請求する施術管理者に対して､事務所
等は次の事項を記載した文書で監査日の概ね1週間から10日前に通知する。
ア監査の根拠規定及び目的

イ監査の日時及び場所

ウ出席者

エ準備すべき書類等

オ地方厚生（支）局及び都道府県が共同で行うこと

②監査実施通知を送付する場合は､配達証明等の名あて人への到達力轆認できる方法によ
り行う。

③事前に監査実施通知を送付することにより監査の目的が達せられないおそれがある場
合や緊急に監査を実施する必要が生じた場合等にあっては､監査当日に監査実施通知を手
交する。

（5）出席者

①施術所の開設者及び施術管理者に出席を求めるほか､必要に応じて勤務柔道整復師､療
養費請求事務担当者、その他の従事者（これらの職にあった者を含む。以下同じ。）の出
席を求める。

②開設者及び施術管理者が出席できない場合は､理由書及びそれを証明できるもの(診断
書等）の提出を求め、当該理由が正当な理由と判断される場合は、原則として監査を延期
する。

なお、開設者及び施術管理者以外の者に対する監査力嘆施可能な場合は、この限りでな
い。

③正当な理由がなく監査を拒否した場合は､監査拒否として、受領委任の取扱いの中止措
置の対象とする。

（6）監査方法等

①監査対象となる擦養費支給申請書に基づき､関係書類等を閲覧し､面談方式により行う。
②監査対象となる療養費支給申請書の件数に制限はない。
③監査時間については、行政の開庁時間を原則とする。

ただし､被監査者の了解を得た堪合には､予定していた監査時間を超えて監査を実施し
ても差し支えない。 、

（7）監査結果の通知等

①事務所等は、監査の結果について、文書により施術管理者に通知する。

②監査の結果､療養費の請求内容に不正又は著しい不当の事実力潮められた場合は､受領
委任の取扱いを中止する。なお、その基準は｢柔道整復師の施術に係る療養費の指導監査
要綱5監査（3）監査後の措置」に基づき判断する。
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（8）経済上の措置

．①返還対象

監査において不正又は不当として指摘した療養費支給申請書を含めた全患者の療養費

支給申請書について、監査における返還事項に関し、施術管理者に自主点検を行わせ､返

還同意書等必要な書類の提出を求める。

なお､返還については､施術録の保存期間がその完了(最終施術日等)から5年間とさ

れていることを勘案し､原則として監査に着手した日の属する月の前月から5年前以降の
分について求めることとする。

②施術管理者から返還同意書等必要な書類力堰出された場合は保険者に通知する。

③施術管理者の自主点検の結果､患者の一部負担金に過払いが生じた場合は､適切かつ速
やかに患者へ返還するよう施術管理者に指導する。

（9）受領委任の取扱いを辞退した場合及び施術所が廃止された場合の取扱い

①事務所等は､監査の結果、受領委任の取扱いを中止すべきものと認められた場合であっ

て、施術管理者が受領委任の取扱いの辞退の申出を行ったとき又は当該施術管理者が所属

する施術所力嘘止されたときは、当該施術管理者に対して、受領委任の取扱いの中止相当

の通知を発出するとともに、保険医療機関等管理システムに．｢受領委任の取扱いの中止相

当」である旨を登録する。

②地方厚生(支)局は、事務所等からの報告を受け、当該施術所及び柔道整復師の名称等
の情報を他の地方厚生（支）局に通知する。
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各種業務の処理手順等
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監査に係る業務

1 業務の流れ
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2監査の基本方針
◆備考◆内容◆項目

柔道整復師に対する監査は、受領委任の取扱いによ

り療養費を請求する柔道整復師（当該柔道整復師が所

属する施術所の開設者及び施術所に勤務する他の柔

道整復師を含む。以下同じ｡）に対して、一定のルー

ルに基づいた施術や療養費の請求等が実際に行われ

ているかどうか行政として確認するために行うもの

である。

－1 監査の目的

①監査及びこれに伴う監査後の措置は､その取扱い

には慎重を期し、公平、公正を欠くことのないよう

に実施する。

②監査に当たっては、十分な調査、事前の準備を行

い、迅速かつ効率的に実施する。

③監査に当たっては､都道府県と連携して､総合的、

一元的に実施する。

④既に受領委任の取扱いを辞退している場合や施

術所を廃止している場合であっても監査の対象と

する。

⑤監査実施前､監査期間中、監査実施後（※）を問

わず、監査及び被監査者に関する情報は部外秘と

し、当該情報の管理には十分に留意すること。 （※

「監査実施後』とは、公表までの期間とし、公表後

はこの限りでない｡）

医薬稀の処理万黄

1

－7－



3監査対象となる柔道整復師の選定

◆項目 ◆内容 ◆備考

]選定基準 ①療養費の請求内容が不正又は著しい不当なもの

である･との疑義を認める場合。

②個別指導を行った結果､療養費の請求内容が著し

く妥当適切でない場合（度重なる個別指導によって

も請求内容に改善が見られない場合を含む｡)。

③正当な理由がなく個別指導を拒否した場合。

指導監査要綱

①療養費の請求内容が不正又は著しい不当なもの

であるとの疑義を認める場合

ア無資格者施術が疑われるもの

イ刑事事件となっており、請求内容に不正又は著

・ しい不当が疑われるもの
ウ新聞・雑誌等で報道され､､請求内容に不正又は

著しい不当が疑われるもの

エ保険者･被保険者等から情報が寄せられ、請求

内容に不正又は著しい不当が疑われるもの

②正当な理由がなく個別指導を拒否した場合【正当

な理由の主な例】 〔証明書類〕

ア施術管理者が入院している等、心身の状況に鑑

み出席できない場合〔診断書〕

イ通知前に海外渡航することが決定しており、指

導日までに帰国しない場合〔航空運賃の領収書及

び旅行会社の日程表等〕

ウ冠婚葬祭（親族等に限る｡） 〔出席案内害等〕

工天災等により出席できない場合〔新聞記事等〕

【正当な理由として認められないもの】

ア連絡もなく指導に出席せず､指導開始時刻が経

過した場合（ただし、出席しなかったことについ

て、後日その理由がやむを得ない事情として認め

られた場合を除く｡）

イ行政が必要として通知した資料の持参が著し

く不足し、指導が困難な場合（ただし、不足分を

含めて、改めて指導を希望する場合を除く｡）

ウ指導会場に来たものの、指導を受ける意思がな

いと認められる場合

2選定の具体例

－
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エ 「通院加療中」等と診断書に記載されているの

みで、出席することが困難であることが明らかで

ない場合

オ弁誕士の帯同ができない(弁護士の日程が空い

ていない、都合が悪い等）ことをもって出席でき

ないとしている場合

力弁謹士以外の第三者（知り合いの柔道整復師

等）の帯同を出席の条件とし、その条件が満たさ

れなければ出席できないと主張している場合

キ単に標袴している施術日時であることのみを

出席できない理由としており、緊急性がない場合

ク個別指導において施術録等の閲覧を拒否し、行

政から説明を行ったにもかかわらず指導に応じ

る意志がない場合

ケ上記のほか､指導の進行に当たり行政の指示に

従わない場合

0

0

3留意事項 ①監査対象となる柔道整復師の選定は､患者調査の

結果等によって慎重に判断すべきものであって､都

道府県柔道整復師会等との折衝等によって決定す

べき性格のものではない。

②監査は事実を確鬮するために行うものであり、

「受領委任の取扱いの中止」ありきで行うものでは

ないこと。

③保険者､被保険者等から提供された情報について

は､適宜、管理簿を作成し、個別指導から監査まで

一貫して管理し、関係職員間で共有すること。

④個別指導を行った結果､療養費の請求内容に不正

又は著しい不当が疑われた場合は､個別指導による

指摘のみで処理することなく、必ず監査を実施し､・

事実確認を行うこと。

『
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4監査の事前準備
◆項目 ◆内容 ◆備考

①監査のための調査は､患者調査のみならず､情報

提供等を活用するとともに､過去の指導等における

指摘事項等も活用する。

②監査は､施術所の開設者及び施術管理者に出席を

求めるほか、必要に応じて勤務柔道整復師、療養費

請求事務担当者、その他の従事者の出席を求める。

また､事前にこれらの者の疑義との関連性等を確認

する。

なお、必要に応じて以前に勤務していた柔道整復

師についても実施できるので幅広く調査を行うこ

と。

③保険者からの療養費支給申請書の収集について

は、情報提供内容等を考慮し収集する。なお、情報

提供内容のみに偏ることなく、当該施術所の療養費

の請求内容全般が確麗できるよう留意するととも

に、収集した療養費支給申鯖害の収集条件や､､監査

に用いた療養壷支給申請書の抽出条件について､適

宜記録を残すこと。

事前醐査

2患者認査 指導編（26頁～30頁）を参照。

①監査実施日は､なるぺく施術に支障が生じないよ

う、休業日に設定するなど配慮し、また、監査日数

は監査において確認する必要がある事項とその内

容及び被監査者の人数を考慮して決定する。

なお､監査の終了時刻は､17時を目途とするが、

やむを得ず17時以降も引き続き監査を行う必要

が生じた場合は、被監査者の了解を得て実施する。

②柔道整復師に対する監査は､一般的に施術所内に

監査会場を確保することが困難と考えられること

から、事務所等の会議室に被監査者の出頭を求めて

行うことを原則とする。施術所が遠隔地にある等、

事務所等の会議室の使用が困難な場合は、当該施術

所の近隣に所在する行政庁その他適当な場所(公共

の施設等）に被監査者の出頭を求めて行う。 （監査

実施時期及び場所の

送室笠

、
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会場を確保可能な場合にあっては､施術所内におい

て監査を実施しても差し支えない｡）

なお、施術所以外の場所に被監査者の出頭を求め

た場合にあっても電子カルテ・レセプトコンピュー

タ等の実物確浬や､設備等の現況確認を行う必要が

ある等の事由がある場合には､開設者又は施術管理

者の了解を得て当該施術所に立ち入って行っても

差し支えない。

③監査において、遠方に居住し、監査当日の出席が

困難である被監査者については､事前に施術管理者

の了解を得て日時を別途設定し事実確認調査を行

うことができる。

なお､事務所等の管轄区域を越えて監査を実施す

る場合には、当該地域を管轄する事務所等と連携

し、監査埆所の準備等を行う。

また､やむを得ず､電話により聴取を行った場合、

監査を担当した事務所等において聴取事項を聴取

調書等に記戦のうえ､被監査者の住所地又は勤務先

の所在地を管轄する事務所等と連携し､被監査者に

その内容を確認させ、署名・押印を求める。

①療養費支給申請書(原則として､■■■■■■以
上）

②患者調査の際に使用した療養黄支給申請書及び

患者鯛査書及び証拠書類

③聴取調書

④患者個別鯛書

⑤その他の必要な資料（過去の指導・監査状況等）

童魁

｡ 被監査者リストのf 監査に出席する被監査者のリストを予め作成し、監

査当日は、その出欠について確認を行う。

監査の対象者は、開設者､施術管理者、勤務柔道整

復師、療養費請求事務担当者とするが、必要に応じて

その他の従業者等もこれに加える。

座

6進行要領の作成 監査の進行について支障が生じないよう進行要領

を作成する。聴取調書の作成に当たっては、以下の事

項に留意し､被監査者からの回答が明確となるよう具

体的な質問内容とすること。

参考2
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7聴取調書の作成 ①療養費の請求内容に不正又は著しい不当が認め

られたときは、不正又は不当の始期、原因、動機及

，ぴこれを生じさせた者を明確にする。

②不正又は不当の内容が施術管理者の責任に帰す

ぺき事柄か､勤務柔道整復師の責任に帰すぺき事柄

かを明確に区分する。特に以下の点について明確に

する必要がある。 、

ア施術録への不実記戦を行ったのは誰か。それは

誰の指示によるものか。

イ被監査者は不正･不当請求を知っていたか又は

知り得る状態にあったか。

③不正又は不当事項が故意に行われたものである

か、又は過失によって行われたものであるかについ

て明確にする。 （被監査者自身の故意の潔識の有無

にかかわらず、行政として故意・過失の判定を行い

得る事実が確窪できればよい｡）

④療養費の謂求内容について不正又は著しい不当

があった場合は、開設者が柔道整復師に対しどのよ

うな注意及び監督を行っていたか等を確誕する。

（開設者がどこまで関与していたか。また、開設者

として必要な注意義務を果たしていたか｡）

様式5-1,5-2
分

、

患者個別調書の作成 ①患者個別調書は､療養費支給申請害の請求月毎に

作成する。

ただし、不正又は不当請求の内容が同一である場

合には、患者単位で複数月分をまとめて作成しても

差し支えない。

②患者調査結果等を踏まえ､次の事項を記戦した患

者個別調書を作成する。

ア患者の個人情報（制度の別、保険者番号、被保

険者証の記号番号、本人又は家族の別、後期高齢

者被保険者番号、氏名、生年月日、施術年月、負

傷名、部位、初検日、施術実日数、給付割合）

イ謂求内容

ウ患者溺査の結果

工施術録の記載内容

オ監査担当者の意見

力不正・不当詰求内容並びにその金額等

キ柔道整復師の弁明欄

③上記②アからエについては､予め内容について記

橡式6

、
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戦し、オと力については､監査において被監査者か

ら聴取した後に記戯する。これら全ての項目の記載

が終了した後、被監査者にキの記載及び署名・押印

を求めること。

①柔道整復師に対する監査実施通知書は､施術管理

者あてに送付する。

②療養費の請求内容Iご不正又は著しい不当が疑わ

れ、当該事象に関し事実確麗を行う必要がある元勤

務柔道整復師等に対して監査への出席を求める場

合には、原則として施術管理者を通じて行う。

なお、施術管理者がその者と連絡を取ることがで

きない等、これによることが困難な場合には、元勤

務柔道整復師等に対して個別に通知する。

③監査実施通知は原則として､監査実施日より1週

間から10日前に、配達証明等の名あて人への到達

が確麗できる方法により行う。

監査前に組織的な書類の改ざんや証拠隠滅等を

図り、監査目的が達せられなくなるおそれがある場

合や､緊急に監査を実施する必要が生じた場合等に

．あっては、監査当日に監査実施通知を手交する。

④監査実施通知には､正当な理由なしに監査を拒否

した場合には受領委任の取扱いの中止措置の対象

となる旨を教示する。

⑤個別指導を中断し､患者調査等を行った結果､不

正又は著しい不当が明らかになり、個別指導を再開

することなく監査を実施する場合は､監査実施通知

のほかに個別指導を中止する旨を通知する。

⑥被監査者が所在不明となった場合は､柔道整復師

の住所変更の届出が提出される場合もあることか

ら、住民基本台帳を確認するとともに、他の地方厚

生(支)局に対して所在不明者に係る情報提供を行

う。

9－監査実施通知 梯式1－1， 1－2

6

様式2－1，2－2
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5監査当日の業務
◆項目 ◆内容 ◆備考

①監査は､事務所等と都道府県が連携を図り共同で

実施する。

②監査の実施に当たっては､多人数の職員等が出席

して、被監査者に威圧感を与えることがないよう必

要最小限の体制とする。

③監査における聴取調書は､重要な証拠書となるた

め､･聴取内容等に甑鋸が生じないよう聴取は必ず複

数の職員で対応し、作成する。

④被監査者が弁護士を帯同し、監査実施に際し、法

律的見地に基づく対応が必要と考えられる場合に

は、訟務専門員を監査担当者に加えることとし、事

前に舩務専門員の日程調整及び出席依頼を行うこ

と。

1－監査担当者

2出欠の確認 ①出席を求めた者が出席しているか確麗する。

なお、出席を求めた者以外の者が出席している場

合は退席を命じる。

②出席を求めた者が出席できない場合は､理由書及

びそれを証明できるもの(診断書等)の提出を求め、

当該理由が正当な理由に該当するか確麗する。な

お、必要に応じて診断書を記載した主治医に対し

て､被監査者の同意を得た上で治療内容について聴

取又は文書照会することも検討する。

上記の主治医に対する聴取の際には､必要に応じ

て指導医療官､保険指導医又は都道府県指導医を同

席させること。

【正当な理由の主な例】 〔証明書類〕

ア被監査者が入院している等､.心身の状況に鑑

み出席できない場合〔診断書〕

イ通知前に海外渡航することが決定しており、

監査日までに帰国しない場合〔航空運賃の領収

書及び旅行会社の日程表等〕

ウ冠婚葬祭（親族等に限る｡） 〔出席案内書等〕

エ天災等により出席できない場合〔新聞記事

等〕

様式7
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【正当な理由として罷められないもの】

ア連絡もなく監査会場に出頭せず､監査開始時

刻が経過した場合（ただし、出頭しなかったこ

とについて、後日その理由がやむを得ない事情

として認められた場合を除く｡） ・

イ行政が命じた資料の持参がない場合

ウ監査会場に来たものの、監査を受ける意思が

ないと蝿められる場合

エ 「通院加療中」等と診断書に記載されている

のみで、出席することが困難であることが明ら

かでない場合

オ弁護士の帯同ができない(弁謹±の日程が空

． いていない、都合が悪い等）ことをもって出席

できないとしている場合

力弁謹士以外の第三者(知り合いの柔道整復師

等）の帯同を出席の条件とし、その条件が満た

されなければ出席できないと主張している場

合

キ単に標榛している施術日時であることのみ

を出席できない理由としており、緊急性がない

場合

ク上記のほか､監査の進行に当たり行政の指示

に従わない場合

③開設者､施術管理者及び勤務柔道整復師等が正当

な理由で出席できないと判断される場合は､次回の

監査への出席を求める。なお、出席を求めた者が全

員出席できない場合等は監査を延期する。

④監査に出席できない旨の連絡があった場合は､監

査期日又はその前後の日の開院状況について､理由

書の内容と醐躍がないか事実確潔を行う。

『

’

①被監査者が正当な理由がなく監査を拒否したと

認められる場合には､被監査者にその事実を認織さ

せるため､監査の期日ごとに正当な理由に該当しな

い旨を通知し、その到達を確麗する。

②被監査者が、正当な理由がなく監査を拒否し、今

後あらゆる方策を講じても監査の実施が困難であ

る場合は受領委任の取扱いを中止する。

(監査拒否の取扱い） 様式3
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一

’ I
’

①監査の開始に先立ち､事前に通知した書類等を持

参しているか確認を行う。

②必要書類等の全部又は一部を持参していない場

合、その理由を確認し、提出を求める。

また､持参を命じた書類等を正当な理由がなく提

出しない場合は、被監査者に対して、命令違反とみ

なし、受領委任の取扱いを中止する場合がある旨を

伝えること。

③必要書類等の一部を持参していない場合であっ

ても、監査が実施できると判断される場合は、監査

を開始する。

④必要書類等が不足し､監査の実施に支障がある場

合は、必要に応じてその状況を聴取調書に記載し、

被監査者の署名を求め、監査を中断する。

a持参書類等の確認

4監査方法等

（1）監査の進め方 ①進行要領に基づき、被監査者に対して、監査の目参考2

的、監査手順等について説明する。

②関係書類等の提出を求め、内容の確認を行うとと参考5-1,5-2

もに、事前に準備した聴取調書に基づき、施術内容

及び療養費請求等に係る聴取を行う。

なお､必要lご応じて事前に準備した聴取事項以外

の事項についても確認を行うこと。

③被監査者に対する聴取が終了後､患者個別調書に様式6

より不正・不当請求の内容及び金額の確認を行い、

施術管理者及び勤務柔道整復師に弁明の記載及び

署名を求める。併せて開設者にも署名を求める。

④監査が終了し、講評を行った後、開設者、施術管様式4

理者及び勤務柔道整復師に別葉の弁明書の記載を

求める。なお､弁明書については､後日提出させる

こととしても差し支えない。

（2）聴取調書 聴取調書の作成方法等については､各種様式例を参様式5-1,5-2、

照。 （参考1)聴取鯛書の作成等に

係る留意点

患者個別調書の作成方法等については､各種様式例様式6

を参照。

（3）患者個別調書

－16－
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（4）弁明書 弁明書の作成方法等については、各種様式例を参
●

照。

橡式4

（5）帯同者 ①監査においては、施術録等の関係書類を基に、被

監査者から療養費の請求等を行った経緯や個別の

患者に関する施術内容等について事実確認を行う

ものであり、第三者はこれらについて直接承知して

いないことから、第三者が監査に帯同し被監査者に

代わって対応することは麗められない。

②被監査者から要請があり、弁護士の帯同を認める

ことはあり得るが、この場合、被監査者から委任を

受けていることを確認できる書面の提出を弁護士

に求め、提出がない場合は帯同を認めない。

③弁誼士の帯同を認める場合であっても、既に設定

した監査期日を弁護士の都合により変更すること

は翌められない。

④弁護士の帯同を鯉める場合､監査開始に先立ち被

監査者及び弁護士に対して、次のことを伝え了承さ

せる。

ア弁獲士は直接の答弁をなし得ないこと、及び不

穏当な発言により監査の進行に支障を来たし、行

政目的を達し得ないおそれがあると認められる

場合には退席を命ずること。

イ監査の進行に支障を来たし、退席を命じられた

にもかかわらず弁護士が退席しない場合は､被監

査者が監査を拒否したものとみなすこと。

⑤被監査者が弁護士を帯同し、監査実施に際し、法

律的知見に基づく対応が必要と考えられる場合に

は、訟務専門員を監査に加えて差し支えない。

（6）録音 ①監査は施術録等に基づき行うものであり、患者の

プライバシー保護に万全を期する必要があること

から、原則として録音は潔められない。

②ただし､被監査者から監査時の録音の許可を求め

られた場合は､録音が必要な理由を確認し､柔道整

復師自身による監査内容の確認が目的である場合

は録音を潔める。

この場合、行政側も対抗上録音することについて

被監査者に伝え、また、 「録音内容は患者のプライ
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バシーに関わることも含まれることから、他人に聞

かせる等､柔道整復師の守秘義務に反する使用はで

きない」旨を伝える。

①監査は受領委任の取扱いに係る協定又は契約に

基づき行政として実施する業務であり、犯罪捜査の

場合のように強制力を有するものではない。したが

って、無理に立ち入って監査することは許されず、

・被監査者の同意を得て行う必要がある。

②多人数に取り囲まれ、気が動転し、本心ではなか

ったがやむなくサインさせられたとして訴舩が起

こされた事例もあるため､監査における対応には十

分留意すること。

③被監査者が陳述や署名を拒んだ場合は､その理由

を聴取し、聴取調書に事跡を残す。

なお、陳述を拒む理由が明確でない場合等は、被、

監査者に対して、監査拒否とみなし、受領委任の取

扱いを中止する場合がある旨を伝える。

④監査に使用した施術録及び関係書類は､開設者及

び施術管理者の了解を得て写し等を取得すること。

命じる。

⑤施術録等の写しの取得に当たっては､実際に聴取

に立ち会った者を含めた複数名により、落丁、取得

漏れ等がないか十分に確潔する。

⑥監査実施前後に施術管理者から廃止届が提出さ

れた場合は､受領委任の取扱いに係る協定又は契約

に基づき施術録等の提出を求め、写しを取得する

等、関係書類の保全に努める。

⑦監査が終了した場合であっても、必要に応じて再

度監査を実施する場合があり得ることを被監査者

に説明する。

⑧無資格者による施術等､柔道整復師法に抵触する

ケースが判明した場合は､都道府県衛生部局に連絡

するとともに、連携を図り適切に対応する。

⑨被監査者の逮捕が予測される場合は､速やかに監

査を実施し、関係書類の保全に努める。

また、関係資料が押収された場合、その返却時期

について、各地方検察庁に随時確認し、返却後速や

かに監査が実施できるよう準備する。

⑩被監査者が所在不明となり、監査の続行ができな

5監査を行う際の留意

至璽‐
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<なった場合は､定期的に住所地及び住民基本台帳

の確麗を行うなど､監査の実施に向けた方策を検肘

する。

！
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6監査後の措置
◆項目 ◆内容 ◆備考

1－監査後の措置 ①柔道整復師の受領委任の取扱いの中止措置に

ついては､受領委任の取扱いに係る協定又は受領委

任の取扱規程に該当事由が示されているところで

あるが、その具体的運用に当たっては、公正かつ公

平な判断が求められる。

具体的運用に当たっては、指導監査要綱に定め

る基準に従って監査後の措置を決定する。

【受領委任の取扱いの中止事由】

ア受領委任の取扱いに係る協定又は受領委任

の取扱規程に定める事項を遵守しなかったと

き

イ療養霊の請求内容に不正又は著しい不当の

事実が認められたとき

ウその他、受領委任の取扱いを認めることが不

適当と認められるとき

【受領委任の取扱いの中止基準】

ア故意に不正又は著しい不当な療養費の請求

を行ったもの．

イ重大な過失により、不正又は著しい不当な療

，養費の請求をしばしば行ったもの

性1 ｢故意」とは、自分の行為が一定の結果

を生じることを潔繊し、かつ、この結果を

生ずることを酔容することをいう。また、

『故意」の鯉定は、聴取内容や関係書類の

客観的事実をもって判断する。

注2 「重大な過失」とは、施術担当者として

守るぺき注意義務を欠いた程度の重いも

のをいう。

注3 「不正」とは、いわゆる詐欺、不法行為

に当たるようなものをいい、 「不当」とは

算定要件を満たさない(施術録への必要な

， 記載が不十分である等）ものをいう。

注4 「しばしば」とは、 1回の監査において

件数からみてしばしば事故のあった場合

及び1回の監査における事故がしばしば

受領委任協定、受領委任の取

扱規程

１

指導監査要綱
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なくとも監査を受けた際の事故がその後

数回の監査にあって同様の事故が改めら

れない場合をいう。

【不正錆求の主な事例】

ア架空謂求

療養費支給申請書の請求月分に施術が行わ

れていないにもかかわらず請求を行った場合

イ付増請求

施術の回数（日数)、内容等を実際に行った

よりも多く請求した場合

ウ振替請求

実際に行った施術内容を施術料金の高い他

の施術内容に振り替えて請求した場合

エニ重請求

自黄診擦として患者から料金を受領してい

るにもかかわらず､療養費としても請求した場

合

オ重複諮求

請求済みのものを重複して請求した場合｡例

えば、9月分として請求済みのものを12月分

として再び鯖求すること。

②受領委任の取扱いの中止措置は､受領委任の取扱

いに係る協定又は契約に基づく措置であり、行政処

分としての法律的効果を持つものではないことに

留意すること。

一
一

既に「受領委任の取扱いを辞退」している又は柔道

整復師法上の「施術所の廃止」により受領委任の取扱

いの中止措置が行えない場合は､受領委任の取扱いの

中止相当措置を決定する。

所が廃止された場合の

亟扱L』
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／

7監査後の事務処理
◆項目 ◆内容 ◆備考

1監査後①措置の対応 療養黄の請求内容に不正又は著しい不当の事実が

認められた施術管理者に漫然と療養費の請求をさせ

ることは適切でないことから、受領委任の取り扱いの

中止措置は、速やかに行う。

決定通知害の発仕 ①監査の結果､受領委任の取扱いの中止又は中止相

当措置を決定した場合は､措置に至った理由を付し

た決定通知書を作成する。

②決定通知書の交付は手交を原則とし､その際に被

措置者へ措置に至った理由を説明するとともに、受

領書を取得する。

③決定通知書を郵便送達する場合は､配達証明郵便

とする。この場合、相手方が一旦決定通知書を受領

したうえで、内容を知って当該通知書を返戻して

も、効力の発生を妨げるものではない。また、郵便

の受け取りを拒否した場合は、交付送達とする。

④決定通知書を交付送達する場合は､決定通知書を

関係職員が直接交付まる。この場合、直接本人でな

くても住所、居所において社会常職的に受領代理人

と目され得る同居の家族等に決定通知書が手交さ

れたならば、送達されたことになる。ただし、受領

書は必ず取得しておぐ必要がある。

なお、本人が受領を正当な理由なく拒否した場合

には、文書を住所・居所の相当な場所に置けば送達

されたことになる。ただし、その事跡を記録し保存

しておく必要がある。

⑤③及び④の方法のほか､近隣住民に対する調査や

住民票の取得によってもなお相手方の住所・居所が

不明の場合は、民法の公示送達の規定により送達す

る。

⑥受領委任の取扱いの中止に係る決定通知書の交

付後、その交付前に受領委任の取扱いを辞退してい

ることが判明した場合、あるいは施術所が廃止され

ていることが判明した場合は、既に交付した決定通

知書は、受領委任の取扱いの中止相当のものを新た

棟式8-1,8-2

． ､
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／

に作成し交付する。

受領委任の取扱いの 監査の結果､受領委任の取扱いの中止又は中止相当

至らなかった場合は、監査結果通知書を作成し、施術

管理者に通知するとともに、併せて改善報告書等必要

な書類を送付し、期限を定め報告等を求める。

なお、当該施術管理者については、受領委任の取扱

いを辞退した場合及び施術所が廃止された場合を除

き、指導監査要綱4（3）③ア経過観察に準じた取扱

いを行う。

一
一
い
－

監査結果については､保険医療機関等管理システム

へ速やかに入力する｡

なお、受領委任の取扱いの中止相当を行った場合に

ついても､保険医療機関等管理システムへ速やかに入

力する。

具体的には、施術所は「施術所情報」の「備考」欄

に、柔道整復師は「施術管理者情報」の「備考」欄に、

それぞれ措置日と受領委任の取扱いの中止相当の旨

を入力すること。

保l漠医 関等菅瑠

システムへの入力

①療養費の返還義務について

不正又は不当請求により施術管理者に対して支

払われた療養費は、施術管理者が法律上の原因なく

して得ている利益であり、保険者の財産である保険

財源に損失を与えているものであるため、不正又は

不当請求により療養費の支払いを受けた施術管理

者は、民法の規定に基づき当該療養費を保険者に返

還する義務が生ずることとなる。

②不正又は不当請求に係る時効の起算等について

不正又は不当請求に係る返還期間については、指

導監査要綱5（3）②において、請求時から原則5

年間を経過しないものとされており、原則として監

査に着手した日の属する月の前月から5年前以降

の分について返還を求めることとする。

なお、 「原則5年間」の考え方は、不正又は不当

事項を確認する施術録の保存期間が受領委任の取

扱いに係る協定又は契約上5年間とされているこ

とを勘案したものであるが､不正又は不当の時効の

基本となる考え方は次のとおりである。

劾豊
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ア不当利得の場合

不当利得の還付請求権の時効期間は10年で

あり、その起算日は支払の行われた日の翌日であ

ること。

ただし、保険者が普通地方公共団体である場合

の不当利得の還付請求権の時効期間は地方自治

法第236条により他の法律により規定がある

場合を除き5年であること。

イ不正利得の場合

過払いが不法行為によって生じたものである

場合における損害賠償請求権の時効期間及び起

算点は、民法の規定により被害者（保険者）が事

実を知った時から3年間損害賠償請求権を行使

しない場合については、時効によって還付請求権

が消滅するものであること、または、不法行為の

時から20年を経過したときは損害賠償請求が

できないものであること。

①架空請求の場合一

架空購求により支払われた療養費は、全額を返還

対象とする。

②付増請求の場合

付増購求により支払われた療養費は、付け増した

部分の全額を返還対象とする。

③振替請求の場合

振替請求により支払われた療養費は、実際に行っ

た施術に係る療養鐙との差額を返還対象とする。

④二重請求の場合

二重請求により支払われた療養費は、全額を返還

対象とする。 ．

⑤重複請求の場合

重複請求により支払われた療養費は、2回目以降

の請求の全額を返還対象とする。

返還対象となる療罰

童

7経済上の措置 ①監査対象となった療養費支給申請書のうち、返還

が生じるもの及び返還事項に係る原則5年間、全患

者（監査において確認したものを含む｡）について、

返還事項該当の有無を自主点検のうえ、その返還を

求める。

②返還金同意書等必要な書類は､適宜期限を決定し

様式11－1
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提出を求める。

③返還金同意書等必要な書類の提出に係る進捗管

理を行い、当該書類が提出されない施術管理者へは

適切に指導を行う。

④施術管理者から返還同意書等必要な書類が提出

された場合は､事務所等がその内容を確認のうえ保

険者に通知する。

※保険者から施術管理者に連絡し、返還金相当額

を直接当該保険者に返還させることとなる。

⑤施術管理者の自主点検の結果、患者の一部負担金

に過払いが生じた場合は､適切かつ速やかに患者へ

返還するよう施術管理者へ指導を行う。

様式11-2

8公表等 ①監査の結果､受領委任の取扱いの中止又は中止相

当措置を決定した場合は、決定通知書が相手に到達

した後に、不正請求の事実、受領委任の取扱いの中

止措置後は原則5年間は受領委任の取扱いが行え

なくなる旨を速やかに公表するとともに、その旨を

保険局医療課に報告する。

なお、当該措置を受けた柔道整復師については、

受領委任の取扱いについて拒否できることから、当

該措置を行った旨を他の地方厚生(支)局に対して

情報提供する。 。

②公表後の報道等については､地方厚生(支)局を経

由のうえ、速やかに保険局医療課に報告する。

③保険者等への連絡

監査の結果、受領委任の取扱いの中止又は中止相

当措置を行ったときは、保険者団体等へ連絡する。

様式9

棟式9， 10
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告発8
◆項目 ◆内容 ◆備考

1 告発 ①公務員が､その職務内容に関連して犯罪を発見し

た場合には、告発が義務づけられていることから、

不正が行われたと鯉職した場合は､告発すべきと考

えられるが、次のア及びイの理由により全てについ

て告発することは適当でないことから、慎重に判断

すること。

ア不正請求した療養費の全額を保険者に返還さ

せることにより、経済的な制裁が科されている。

イ受領委任の取扱いの中止措置を行った旨を公

表するとともに、受領委任の取扱いを原則5年間

は行えないこととしている。

②ただし、次の場合は、当該柔道整復師が所属する

施術所の所在地の地方厚生（支）局長は、原則とし

て告発を行う。

なお、告発を行う場合にあっては保険局医療課に

相談すること。

ア監査に際し、事前の患者調査等で明らかになっ

ている事実関係について、質問に対し答弁せず、

若しくは虚偽の答弁を行い､又は監査を拒み、施

術録等の関係書類を焼却又は隠匿する等､意図的

に監査を妨害し、若しくは忌避した場合

イ不正・不当請求額の返還に応じない場合

ウその他地方厚生（支）局長が必要と鯉める場合

●

-26-



各種様式例
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「蕊菱Tコー］

○厚発○○○○第○号
e

平成 年 月 日

実施通知（社団会員用）

(現存施術所の増合）

○○整骨院

施術管理者○○○○様

(廃止施術所の場合）

○○整骨院元施術管理者○○○○様

(施術所に勤務していた柔道整復師等の塙合）

○○整骨院元勤務柔整師○○○○様

○○整骨院元従事者 ○○○○様

0

同○○厚生(支）局

監査の実施について（通知）

この度、貴院で施術を受けた者について、療養費の請求内容に関して、不正又は著し

い不当の疑いが生じたため、「柔道整復師の施術に係る療養費について」（平成22年5

月24日付保発0524第2号通知最終改正:平成25年4.月24日付保発04.24

第2号通知）の別添1 「協定書」別紙第8章38の規定により、下記のとおり○○厚生

（支）局○○事務所と○○県との共同による監査を実施しますので通知します。

なお、正当な理由なく監査を欠席した場合は、受領委任の取扱いの中止措置を行うこ

とがありますので、念のため申し添えます。

記

1 ． 日 時 平成○○年○○月○○日（○）○○時○○分から○○時○○分まで

2．場 所 ○○厚生(支）局○○事務所会謹室

〒 ○○市○○町○一○一○

電話○OO一○○一○○○○

3．監査対象者 施術管理者、開設者、勤務する柔道整復師、その他当該施術所の従
事者全員

4．監査内容 社会保険、国民健康保険及び後期高齢者医療に係る施術内容と療養
費請求内容について

5． 当日持参していただく書類等

（1）施術録（メモ等の全ての書類） 、問診票等

， 。対象月は平成○○年○○月分以降に施術した社会保険、国民健康保険及び後期

高齢者医療の患者分（ただし、施術録については、対象月に受療した患者の初検
時からの全ての記録。 ）

（2）領収証（控）

（3）患者ごとの一部負担金徴収に係る鰻簿、日計表等
（4）院内掲示物例

（5）施術（患者の受付から帰るまでの院内における業務）及び療養費の請求事
務の手順についての流れ図
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（6）施術所の従事者名簿

（7）監査対象者全員の印鑑、施術所の所在地、名称のゴム印､､法人の開設者印（法

人の場合）

※監査当日に上記以外の資料を別途お願いすることもある旨記述しておくこと。

その他

監査当日は、準備等のため監査開始時刻の15分前までにご来場ください。

6．

【お問い合わせ先】

○○厚生(支)局○○事務所

所在地

篭話

〃
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[蔦蔓~7言詞

○厚発○○○○第○号

平成 年 月 日

(現存施術所の場合）

○○整骨院

施術管理者○○○○様

(廃止施術所の場合）

○○整骨院元施術管理者○○○○様

(施術所に勤務していた柔道整復師等の塙合）

○○整骨院元勤務柔整師OOOO様

○○整骨院元従事者‘ ○○○○様

同‘○○厚生(支）局

監査の実施について（通知）

この度、貴院で施術を受けた者について、療養費の請求内容に関して、不正又は著し

い不当の疑いが生じたため、「柔道整復師の施術に係る癩養費について」（平成22年5
月24日付保発O524第2号通知最終改正:平成25年4月24日付保発0424

第2号通知）の別添2「受領委任の取扱規程」第8章38の規定により、下記のとおり

○○厚生(支)局○○事務所と○○県との共同による監査を実施しますので通知します。

なお、正当な理由なく監査を欠席した場合は、受領委任の取扱いの中止措置を行うこ
とがありますので、念のため申し添えます。

記

1 ． 日 時 平成○○年○○月○○日(O)○○時○○分から○○時○○分まで

2．場 所 ○○厚生（支）局OO事務所会蟻室

〒 ○○市○○町○一○一○

電話O○○一○○一○○○○

3．監査対象者 施術管理者、開設者、勤務する柔道整復師、その他当該施術所の従
事者全員

4．監査内容 社会保険、国民健康保険及び後期高齢者医綴に係る施術内容と療養
費謂求内容について

5． 当日持参していただく書類等

（1）施術録（メモ等の全ての書類） 、問診票等

・対象月は平成○○年○○月分以降に施術した社会保険、国民健康保険及び後期
高齢者医療の患者分（ただし、施術録については、対象月に受療した患者の初検

． 時からの全ての記録。 ）

（2）領収証（控）

（3）患者ごとの一部負担金徴収に係る幅簿、日計表等
（4）院内掲示物例

（5）施術（患者の受付から帰るまでの院内における業務）及び療養費の請求事
務の手順についての流れ図
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（6）施術所の従事者名簿

（7）監査対象者全員の印鑑、施術所の所在地、名称のゴム印、法人の開設者印（法
人の場合）

※監査当日に上記以外の資料を別途お願いすることもある旨記述しておくこと。

その他

監査当日は、準備等のため監査開始時刻の15分前までにご来場ください。

6．

【お問い合わせ先】

○○厚生(支)局○○事務所

所在地

電話

、

＠
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｢雨五コ可個別指導の中止通知例（社団会員用）

○厚発○○○○第○号
平成 年 月 日

○○整骨院

施術管理者○○○○様

○○厚生(支）

個別指導の中止について（通知）

貴院に対して､平成○○年○○月○○日に『柔道整復師の施術に係る療養費について」

（平成22年5月24日付保発0524第2号通知最終改正:平成25年4月24日

付保発O42.4第2号通知）の別添1 「協定書」別紙第8章38の規定により、個別指

導を実施したところですが､指導中に所要の確認が行えなかったために指導を中断いた

しました。

しかしながら､貴院で施術を受けた者について､施術内容及び療養費の請求に関して、

不正又は著しい不当の疑いが生じたため平成○○年○○月○○日の個別指導について

は中止することとしましたので通知します。
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個別指導の中止通知例（社団会員以外用）

O厚発○○○○第○号
平成 年 月 日

○○整骨院

施術管理者○○○○様

○○厚生(支）

〃

個別指導の中止について（通知）

貴院に対して､平成○○年○○月○○日に｢柔道整復師の施術に係る療養費について」

（平成22年5月24日付保発O.524第2号通知最終改正:平成25年4月24日

付保発O424第2号通知）の別添2「受領委任の取扱規程」別紙第8章38の規定に

より、個別指導を実施したところですが､指導中に所要の確認が行えなかったために指

導を中断いたしました。

しかしながら､貴院で施術を受けた者について､施術内容及び療養費の請求に関して、

不正又は著しい不当の疑いが生じたため平成○○年○○月○○日の個別指導について

は中止することとしましたので通知します。

ー
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監査欠席の場合の通知

○厚発○○○○第○号
平成 年 月 日

(現存施術所の場合）

○○整骨院

施術管理者○○○○様

(廃止施術所の場合）

○○整骨院元施術管理者○○○○様

(柔道整復師の堀合）

○○整骨院柔道整復師 ○○○○様

○○整骨院、元柔道整復師○○○○様

○○厚生(支）

柔道整復施術者の監査欠席について（通知）

先日、貴殿より提出がありました平成○○年○○月○0日付け○厚発○○○○第○○号

「監査の実施について（通知） 」に対する監査の欠席理由を記した書面につきましては、

正当な理由としては認められないと判断いたしました。

なお、正当な理由なく監査を拒否した場合は、受領委任の取扱いの中止措置を行うこと

がありますので、念のため申し添えます。

0

【お問い合わせ先】

○○厚生(支)局○○事務所

所在地
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「扇了可

弁明書

O弁娚だついては繍毒又ば猫癒繩献鮒の…翻してもらうごと。

‘O雪自由に龍述できるよう剛し、 ！鰍湖雛ついてば、 搬毒又ぼ溺衛鯉害の愚

…割ごついて強鰯すること"暗いよう注意すること。

Oただし、と切ように鮒したら良いか間わｵZた樗合は

こと割ごついて自由に鋤するよう教示すること。

今回の監蚕たお‘'て想った

Oな戯記述見承塞溌ずことば鱗であるので､注意鯛Z1たい。

平成 年 月 日

※闘認害の鍔合

柔道整復施術所の所在地

柔道整復施術所の名称

開 設 者 ⑳

※猫緋鯉音の場合

柔道整復施術所の所在地

柔道整復施術所の名称

施術管理者 ⑳
、

9

－36－
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様式5－1
聴取調書○○整骨院 （開設者） （その1）

-37-

回
答
者

氏名

住所

A 性別 男 生年月日 昭和年月日

○○県○○市○○1－2－2

聴取場所
0000棟3階会謹 聯日時平成年月日00:00-00:00

(卿卿

…ひ鱒了鯛棚する。

衰熱蟻嘱＞の 凸 一一

1 それでは､柔道整復施術所に係る届出事項

等についてお尋ねします｡．

施術所名についてお聞かせください。

2あなたのお名前についてお聞かせくださ

い。

3あなたの生年月日についてお聞かせくだ

さい。

4あなたの住所についてお聞かせください。

5あなたの学歴についてお聞かせください。
6

6あなたの資格についてお聞かせください。

7あなたの現在までの聡瀝についてお聞か

せください。

8あなたの社会保険における過去の賞罰､保

険施術に対する講習会出席状況についてお

聞かせください。

9○○整骨院の開設者のお名前をお聞かせ

下さい。

100○整骨院の所在地についてお聞かせ

ください。

11 受領委任の取扱開始年月日についてお

聞かせください。

12施術日､施術時間についてお聞かせ<だ

さい。

13休業日についてお聞かせください。



-38-

<保険卿『の流れ＞



＜自鍾施術霊＞
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-40-

＜ 驚義鷺の識鼠.点梼等＞

<個別雷額､不正等の確認､等＞



←

瀦 ー

磯柵した樗鄙こ賦卿分蝋鵬O…、鰯すること｡ノ

－41－
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上記のとおり相違ありません。

平成 年 月 日（茨7

した雫厚日を鮒すること｡ノ(IW

柔道整復施術所名

開設者 印

監査担当者

OO"(支)局Oα鰯蒲隣労働館

印
印
印
側

OO殿㈲局Oα鰯新厚生労働事瀧
I

OO県OOBIOO課

(麓ﾉ…伽職人の鋸は…人…訓蕾郷してもらうこと。

I

-42-



I機式5－2 I
聴取調書○○整骨院（施術管理者）

|性別 ｜ 男 ｜ 生三頁百コ性別 男 生年月日
回
答
者

氏名 A 昭和 年月日■

住所 ○○県○○市○○1－2－2

聴取場所 0000榔階会謹 卿日時軸年 月 日 00:00-00:00

（鯛蕊靭…峨職繍妬こと。凸

畷薄弱

1 A先生の生年月日､現在お住まいの住所に
ついてお聞かせください。

2 A先生の経歴についてお聞かせください。

･昭和 年 月 日

■

･昭和

･昭和

年月日 ○○大学卒業

年月日 柔整師登録

（(第○○○○号）

年月日 ○○○○勤務

年月日 ○○○○勤務

年月日 ○○整骨院開設

受領委任の取扱年数○○年

(常勤）

採用年月日： 年月日

(ｦ隙勤） ○○○○ 曜日
時分から時分まで勤務
採用年月日： 年月日

･昭和

･平成

･平成

3現在お勤めの○○整骨院の採用年月日､勤
務形態（常勤、非常勤)、勤務日、勤務時間

についてお聞かせください｡また､その他の

柔道整復施術所にお勤めであれば､採用年月
日、勤務形態（常勤、非常勤)、勤務日、勤
務時間についてお聞かせください。
4保険施術に関する講習会についてお聞か
せください。

A先生は､行政や柔道整復師会が主催する
保険施術に関する講習会に出席したことが
あるかお聞かせください。

｡当院：

｡仙院：

ある

(平成年月 日○○○会主催

○○○講習会）

伽
一
棚
鰄
鰄
剛
伽

5 A先生は､行政力漢施した指導又は澪杏を
受けたことがあるかお聞かせください。 年

年
年

集団指導）

個別指導）

個別指導）

月
月
月

日
日
日

－

6･A先生は､過去に社会保険における賞罰を
受けたことがあるかお聞かせください。

一二＝ ロロー

I｣ ●
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’

宝個別事項､､不正等の磯認､,篝＞

－44－



辰…

■鵬

僻柵した鮨に賦卿分柵卿鍵､蝋すること｡ノ

上記のとおり相違ありません。

平成 年 月 日〔茨ン

した填厚臼を繊するこムノ"驚ノ

柔道整復施術所名

施術管理者 印

監査担当者

OOM(劫局OO事務所駐労働技官

OO駐脚局OO事務所厘銭鋤翻舘

OO県OO部OO課

f

印
印
印
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｢~墓弱、

聴取調害の作成等に係る留意点

聴取調書の作成方法

（1） 開設者からの聴取の例

①氏名、生年月日、性別、住所、学歴、資格、職歴等

②施術日、施術時間、休日等の対応など施術の実態

1

※人定質問

その他、事案によって必要な事項

施術管理者からの聴取の例

氏名、生年月日、性別、

(2）

①氏名、生年月日、性別、住所、学歴、資格、職歴等※人定質問

②採用年月日及び勤務状況（常勤・非常勤の別、出勤日、勤務時間、業務

内容）

③他の施術者における勤務の有無（有れば施術所名、勤務日等を聴取）

④保険施術、保険請求に関する講習会

－46－



⑧往療の有無（あれば、その頻度）

⑨一部負担金の計算は誰が行っているか

⑩療養費支給申請書の確認はいつ、誰が行っているか

⑪自己施術、自家施術の状況

⑫その他、事案によって必要な事項

（3） 受付・請求事務担当者からの聴取の例

①氏名、生年月日、性別、住所、資格※人定質問

②採用年月日及び勤務状況（出勤日、時間、業務内容）

③常勤・非常勤（パート、アルバイト等を含む）の別

4価一 lこ，

（4） その他の職種からの聴取の例

必要に応じて聴取（ “人定質問”から順次必要な事項について聴取）

（5）施術（患者個別調害）について担当柔道整復師から聴取

－47－



f~蔦調様式6
柔道整復施締名称! - ooooo

8 ’’ 施衞を担当した垂遁璽鐙師の氏名 OOOOO

１
一
軍
Ｉ

田野麺亜珂断の跡産地

直整復施術所
設 者
;笛雪種緬

氏名

生年月日

初検日

施術年月

施術実日数

扁画 率 四 ＝且藷＝ヨマー室匡＝且 忠菅鴎宜の種朱 施術録の記載内容 雲君目畢狸函切刃春日側 藍杏相当箸の童巳

（傷病名・部位）

支総申誇客の鯖求内容を記載

●

O

●

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

鯖求内容
金額
(円）

回数

(回）

× ＝

× ＝

× ＝
画

■

ｒ

“

Ⅱ

日

７

人

■

× ＝＝

× ＝

× ＝

× ＝＝

× ＝＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝＝

× ＝

× ＝＝

× ＝

× ＝

× ． ＝＝

× ＝

× ＝

× 二＝

購求金額
(円）

竪者頭書結果

参湿睡

口
〆

,

里

療
申

しでも可

、函昶画一巴撰堅〃

権鋳饅の記避内容

を配魅

|~ ’

‐垂騨0-1万つしU･蜂も･配鰯琶1丁つ'二℃WこしL曜鯛琴1－イ､夫

記載し、OOを不正に潴求していた。
・施術録への管理内容の記鮫がなく算定要件を満たさない○
○を不当に購求していた。

塗確認できた不正又は丞当事項について記馳

宣一 二ついて弁四

客観 匪飼寵壁内容

にっ _,テ詮壼l方

※監杏相当者の章見欄は、

不正・不当の事実の指摘と

その根拠となる理由を明確
に記鮫すること。

※当酸潤は畏後I

短鮫LてもらうI

合 計 円

不正又は不当金鍾 円’

劉度の別

社保国保後期

保険霜 ･番号

被保険者証の記号番号

本人・家族の別

市町村番号

後期寓礎被保璋番号

給付割合

蕊署名、押印は、上麗項目全てについての混入

が終了してから行うこと｡ (署名、押印後に監

査担当者の童見等を妃韓ることのないように

すること。）また､様式を変更してもよいが項目は

必ず入れること。



F燕弐ﾗｰ可
診 断 書

住所

氏名

生年月日 年 月 日生

病名

意見

1．上記の者がその身体又は精神状況に照らし､期日（平成

する監査等に出頭できるか否かの判定とその理由。

年 月 日）に行政潤鋤嘆施

2．上記の者がその身体又は精神状況に照らし、自ら正当に質疑応答することができるか否かの判定

とその理由。

3．質問等の続行により、上記の者の健康状態がはなはだしく害されるか否かの判定とその理由。

上記のとおり診断いたします。

平成 年 月 日

医療機関の所在地

医療機関名

医 師 名 印
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少

措置通知等2
1

I

、

1
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｢~毒壼三河措置通知：社団会員

○厚発○○○○第○号

○○国保第○○○号

平成年 月 日

○○整骨院

柔道整復師○○○○様

○○厚生(動局長

OO識首府県知事

柔道整鋤縮の織果について（通知）

平成○○年○○月OO日に実施した｢○○○整骨院｣の監査結果については､別紙指摘事項のとおり療養費の

請求内容に不正力鰯められたので、 「柔道整復師の施術に係る擦養費について」 （平成22年5月24日付保発

0524第2号通知最終改正:平成25年4月24日付保発O424第2号通知）において、○O厚生伎）

局長並びに○○都道府県知事と社団法人OO都道府県柔道整復師会長との間で交わした｢協定書｣第2章13に

基づき、平成○○年OO月○○日をもって「受領委任の取扱いの中止｣措置とする。

なお、返還金については、監査で確潔された金額(○，○O○，○○○円）を含み､平成OO年OO月分から

全件自己点検の上、直接保険者に返還されたい。
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別紙

施術所名 ○○整骨院

監査年月日平成○○年○○月○○日

指摘事項

(不正事項）

1施術の事実がある者について、無資格者力聴術したにもかかオ

術鎖こ不藷氾戦し、柔道整復施術療養費を不正に錆求していた。

無資格都聴術したにもかかわらず､柔道整復師力施術したものとして施

，
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様式8－2

措僑彌知：社団会員以外

○厚発○○○○第○号

○○国保第○○○号

平成年 月 日

○○整骨院

柔道整復師OOOO様

○○厚生(動局長

○○都道府県知事

柔道整復施術者の監査結果について（通知）

平成○○年○○月OO日に実施した『○○○整骨院」の監査結果については､別紙指摘事項のとおり療養費の

請求内容に不正が認められたので、 「柔道整復師の施術に係る癩養費について」 （平成22年5月24日付保発

0524第2号通知最終改正：平成25年4月24日付保発0424第2号通知）において、○○厚生(支）

局長並びに○○都道府県知事と貴柔道整復師との間で締結された「受領委任の取扱規程｣第2章13に基づき、

平成○○年○○月○○日をもって「受領委任の取扱いの中止｣措置とする。

なお、返還金については、監査で確麗された金額(○，OOO，○○○円）を含み､平成○○年○○月分から

全件自己点検の上、直接儲鯖に返還されたい。
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別紙

施術所名 ○○整骨院
⑪

監査年月日平成○○年○○月○○日
ー

指擴津項

(不正事項）

1 施術の事実がある者について、無資格者が施術したにもかかオ

術録に不実記戦し、柔迩劉鋤鬮掘療養費を不正に請求していた。

無資格者が施術したにもかかわらず､柔道整復師が施術したものとして施

、､ノ

P
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「憲司

○厚発○○○○第○号

平成 年 月 日

１頼依知周のへ所長
・
務
会

事
長
合

長
内
部
連

課
管
支
Ｏ

療
く
○
○

医
長
○
会

局
局
会
合

険
ｊ
協
，
連

保
支
険
合

省
く
保
組

働
生
康
険

労
厚
健
保

生
方
国
康

厚
地
全
健

様

□○○厚生(支)局長

柔道整復施術療養費に係る受領委任の取扱いの中止について

標記について、下記のとおり措置を行ったので通知します。

記

I

1．柔道整復師

（1）氏 名

（2）生年月日

○○○○（○○○○○○○O)

昭和OO年○○月○○日

2．施術所

（1）名 称

（2）所在地

（3）開設者

（4）住 所

○○整骨院

○O市○○区○丁目○番○号

○OOO(○○○OOO○○）

○○市○○区○丁目○番○号

登録記号番号契○○○○○○O－O－O

所属団体名 個人

柔整師免許の

登録番号 第○○○○○号

措置の内容 柔道整復師の施術に係る病

中止年月日 平成○○年○○月○○日

柔道整復師の施術に係る療

●
●
●

３
４
５

養費の受領委任の取扱いの中止

平成○○年○○月○○日
●
●

６
７
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偏語m

○厚発○○○○第○号

平成 年 月 日

社団法人O○都道府県柔道整復師会長 様

○○厚生(支)局長

柔道整復施術療養費に係る受領委任の取扱いの中止について

標記について、下記の貴会会員について「受領委‘

のとおり通知を送付しましたので、お知らせしまず。

｢受領委任の取扱いの中止」措置を行い、別添

記

1．柔道整復師

（1）氏 名

（2）生年月日

○○○○(OOOOOOOO)

昭和OO年○○月O○日

2．施術所

（1）名 称

（2）所在地

（3）開設者

（4）住 所

○○整骨院

○○市○○区○丁目○番○号

○○○○（○○○○OOOO)

○○市○○区○丁目0番○号

3．登録記号番号協OOOOOOO－O－O

4・柔整師免許の

登録番号 第○○○○○号

5．中止年月日 平成○○年○○月○○日

-56-



｢騒有司－1
返還金関係書類

1書類の内証

返還金関係書類は、次の5種類がありますのでご確認ください。

①返還同意書(A1～6)

②保険者別返還金額一覧表(B1～6)

③返還内訳書(C1～6)

④保険者別返還金額内訳書
⑤指摘事項別返還金額内訳書

2作成手順

返還金関係書類は、作成要領を参照し、次の手順により作成してください。

なお、上記1の②~④の書類については、○○厚生(支)局力噛摘した不正事項と不

当事項に分けて作成してください。

○作成手順

｢砿逼丙羅、
･返還対象となる受療者を確認し､保険者別に作成。 （保険者ごとに作成す

ると②保険者別返還金額一覧表が作成しやすくなります｡）I
i量余保険者別に瓶 額を集計･振撹内訳堂(C)から 。

↓

↓ 保険者別返還金額一覧表(圏)から保険者別の件数､金額を集計。
｢砿逼局憲毒-両1

↓ ・各制度別に件数､金額を集計。
･返還内訳書(C)の備考欄から、指摘事項別の件数､金額を集計。

3その他

被保険者等の－部負担金の過払い分については、返還に応じてください。

、

4照会先

OO厚生局○○事務所指導課 電話○○○一○○○一OOOO
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②俣瞼者RII仮綴管学箱一瞥完(B)

④俣H命岩男11仮撹令舘内訳毒′

⑤樹嶺衷垣Ril仮攪令箱内説室



返還金関係書類一覧

－5紗

返還同意書(A) 保険者別返還金額一覧表(B) 返還内訳書(C)

社
会
保
険

協会けんぽ
(旧社保政管）
－－G口-,ー－－■ ■ﾛ■

社保共済

社保組合

社保船員

社保その他

社保指定公費

○○厚生(支)局長宛

A－1
－●一■■－■－0■■■■画■■■■一一

○○厚生(支)局長宛

A-1

○○厚生(支)局長宛

A-1

○○厚生(支)局長宛

A-1

○○厚生(支)局長宛

A-1

○○厚生(支)局長宛

A-4

B-1
一ウー~ー●■凸 ･ﾛｰ4－－｡､晨一+匂 己 = 二一由寺◆－口わニ ー

B－1
－●一－－－－一÷●●ー

B-1

B-1

B－1

B－4

C－1

C－1

C-1

C－1

C-1

C-4

国
民
健
康
保
険

国保一般

国保退職

国保指定公費

○○県知事宛

A-1

○○県知事宛

A－1

○○県知事宛

A-4

B-1

B-1

B-4

C-1

C-1

C-4

後期高齢者医療
○○県知事宛

A－2
B－2 C－2

公
費
負
担

社保
(指定公費を除く）

国保
(指定公費を除く）

○○厚生(支)局長宛

A-3

○○県知事宛

A-3

B-3
<公巽負担者別保険者別返還金顔一驚辰）

B-3
《公費負担者別保険者別返退金顧一覧表）

C-3

、

C-3

生活保瞳
○○県知事宛

A-5
B-5

(負担者別返還金額一覧表）
C-5

【上記以外の提出書類】

･保険者別返還金額内訳害(社保）

･保険者別返還金額内訳書(国保等）

･指摘事項別返還金額内訳書 ．



(A-1)

平成年月 日

Pー
一

]泉返 同意書

○○厚生(支)局長様
(O○県知事様）

登録記号番号

柔道整復施術所名称

所在地

柔道整復師(施術管理者)名 印

開設者名

平成年月 日から平成年月 日に行われた監査において指摘のあった事項に係る

療養費の返還金額等については､下記のとおりです。 、

なお､返還については､該当する保険者等へ直接返還することに同意します。

記

1．返還の対象となった療養費請求年月

平成 年 月 から 平成 年 月

2.内訳

3.保険者別及び受給者別内訳 、

別紙｢保険者別返還金額一覧表｣､｢返還内訳書」のとおり

－59－

件数 金額

社保計
(国保計）

件 円



(A-2)

平成年月 日

返還同意書（後期高齢者医療）

○○県知事様

登録記号番号

柔道整復施術所名称

所在地

柔道整復師(施術管理者)名 印

開設者名 印

平成年月 日から平成年月 日に行われた監査において指摘のあった事項に係る

療養費の返還金額等については､下記のとおりです。

なお､返還については､該当する保険者等へ直接返還することに同意します。

記

1．返還の対象となった療養費請求年月

平成 年 月 から 平成 年 月

2.内訳

3.保険者別及び受給者別内訳

別紙｢保険者別返還金額一覧表｣､『返還内訳書」のとおり
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制度区分 件数 金額

後期高齢者医療計
件 ● 円



(A-3)

平成年月 日

同意書（公費負担）返
今…
一

ｺ泉

○○厚生(支)局長様
(O○県知事様）

登録記号番号

柔道整復施術所名称

所在地

柔道整復師(施術管理者)名 印

開設者名 印

平成年月 日から平成年月 日に行われた監査において指摘のあった事項に係る

療養費の返還金額等については､下記のとおりです。

なお､返還については､骸当する保険者等へ直接返還することに同意します。

記

･1．返還の対象となった療養費請求年月

、

平成 年 月 から 平成 年 月

2.内訳

3.公謹負担者別保険者別及び受給者別内訳 、

別紙｢公費負担者別保険者別返還金額一覧表｣､｢返還内訳書」のとおり
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公費負担の種別 件数 金額

件 円

件 円

件 円

社保計
(国保計）

件 円



(A-4)

平成年月 日

返
争一
一

〕黒 同意書（指定公費）

○○厚生(支)局長様
(○○県知事様）

登録記号番号

柔道整復施術所名称

所在地

柔道整復師(施術管理者)名

開設者名 印

平成年月 日から平成年月 日に行われた監査において指摘のあった事項に係る

療養費の返還金額等については､下記のとおりです。

なお､返還については､該当する保険者等へ直接返還することに同意します。

記

1．返還の対象となった療養費謂求年月

平成 年 月 から 平成 年 月

2.内訳

3.保険者別及び受給者別内訳
●

別紙｢保険者別返還金額一覧表｣､｢返還内訳書」のとおり
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公費負担の種別 件数 金額

社保計
(国保計）

件 円



(A-5)
6

平成年月 日

返還同意書（生活保護）

○○県知事様

登録記号番号

柔道整復施術所名称

所在地

柔道整復師(施術管理者)名

開設者名 印

平成年月 日から平成年月 日に行われた監査において指摘のあった事項に係る

療養費の返還金額等については､下記のとおりです。

なお､返還については､該当する負担者等へ直接返還することに同意します。

記

1．返還の対象となった療養費請求年月

平成 年 月 から 平成 年 月
◇

2.内訳

3.負担者別及び受給者別内訳

別紙｢負担者別返還金額一覧表｣､｢返還内訳書」のとおり

－63－

件数 金額

生保計
件 円



(B-1) (社保・国保）

保険者別返還金額一覧表

(負担者別返還金額一覧表）

登録記号番号 （ )枚q■■■■■

1

重
1

No.

保険者番号
(色相老番号）

法別 府県 番号 CD

保険者名
(負担者名）

本家
区分

金額(返還額） 備考

円

小 計

合 計

(保険者数 ）
(負担者数 ）

Ｊ
０
ｌ
ｆ
呆険者数 ）
司担者数 ）

円

円



(B-2)

保険者別返還金額一覧表(後期高齢者医療）

登録記号番号 （ － ）枚型Em宅

１
句
函
１

No.
保険者番号

法別 府県 番号 CD
保険者名

本家
区分

金額(汲還顎） 備考

｡ 円

｡ ◆

ー凸

、

小 計

合 計

(保険者数 ）

(保険者数 ）

円

円



(B-3) (社保･国保）い
む

公費負担者別保険者別返還金額一覧表

今

Ｉ
軍
《
Ｉ

No.
公費負担者番号

法別 府県 実施機関 CD

保険者番号

法別 府県 保険者別 CD
公費負担者名

本家
区分
給付
割合

金額(返還額） 備考

円

小計

合計

(公費負担者数 ）

(公費負担者数 ）

(保険者数 ）

(保険者数 ）

円

円



(B-4) (社保･国保）

保険者別返還金額一覧表(指定公費）
ー

1

雪
1

No.
公費負担者番号

D I■■しd■‐‐CG■●｡｡‐一一一q■一‐‐●の｡q■q■q■‐‐‐ローーロ●‐q■‐q■4■■D●｡｡●q■－■B－q■q■■D－q■q■－－｡●●

公費負担医療の受給者番号
保険者名

本家
区分

逓賓金額 備考

D●・■｡~‐0 4■I■。■q■0■■bQ
’

‐q■q■‐■D‐■

恩＜ご
円

b■卜4■｡｡②●1 一口のI■口q■● P‐q■4■■q■■ ■■ﾄ I■4■○●■， ■D一4■■■l‐■

ベミ
ppq■q■‐＝q■4 ‐‐■■ー■‐■ ‐ー■‐●｡‐ ■■q■ー■■ロー■

､<ご
、q■○つ｡●‐ I■‐1■‐1■4■■ ■｡●ｰ｡●－ q■4■‐‐ロ｡●

､くくこ
●‐‐q■q■1■｡ ■‐●■l●■、｡ ‐－0■q■‐‐■

､＜こ：
●｡●‐●1■Ⅱ ■q■｡●｡●■ ｡‐‐q■●‐‐ 口一一一一一■

．＜ここ
q■‐●ロ｡■■ロ ■■●‐ロー‐ ‐口一一一■■

くこ：
‐●｡‐‐1■■

鳴く＜：
q■‐｡｡“の■

鳴こぐ：
‐‐q■q■4■‐d■ ■｡｡●口｡｡ ーU■q■一一I■■

.<＜
P一一一垂一■ ■‐‐q■の‐‐ ｡I■。■‐｡I■■

くこ：
q■●●q■●●■ ｡■P 4■ローd■4■ ‐ローロロー■

､<<：

小 計

合 計

(保険者数 ）

(保険者数 ）

円

円



(B-5)
(生保）

負担者別返還金額一覧表

r － 、鈴

１
，
車
Ｉ

No.
負担者番号

法別 府県 番号 CD
負担者名 本家

区分 金額(返還額） 備考

円

小 ・計

合 ． 計

(負担者数 ）

(負担者数 ）

円

円



(C-1) (社保･国保）

返還内訳書

保険者番号 登録記号番号

保険者名 柔道整復師名

施術所名

（ )枚一

Ｉ
ｍ
ｃ
Ｉ

No.
被保険者証の
記号･番号

受療者氏名
施術
年月

本家
区分

返還金額 事由

円

~

q q■

小 計 （ ． 件）

合 計 （ 件）

円

円



(C-2)

返還内訳書(後期高齢者医療）
◆

保険者番号 登録記号番号

保険者名 後期高齢者医療広域連合 柔道轄復師名

施術所名

（ － ）枚

１
劃
－
１

No. 被保険者証の記号･番号 受療者氏名 施術年月
本家
区分

返還金額 事由

円

~

小 計 （ 件）

､合 計 （ 件）

円

円



(C-3) (社保･国保）

返還内訳書(公費負担）

公費負担者番号

公費負担者名

保険者名 施術所名

（ )枚－

1

コ
！

No. ､全量負担匡遼②曇鐙煮蚤景
被保険者証の記号･番号

受給者氏名
施術
年月

本家
区分
給付割合 仮還余類 事由

D‐－0■‐q■q■l■ローーーー■‐~■■‐1■■q■4■pm4■｡■4■‐のロq■＝‐cCq

円

、｡■l 4■4■●●や｡◆口■●q■＝ｰ‐｡‐‐q■‐‐4■●●●｡q■‐｡｡□｡｡⑤

■一一‐ー一の‐｡■‐q■q■q■q■‐q■q■q■q■‐②｡■､q■｡q■｡■トーローー●q■－'

pl■q■■トー一一1■‐ロI■q■■､ー争一つ●‐q■1■‐1■1■‐1■｡－.■1■巳ヨq■q■。■1■

,｡■d■一■■q■‐ﾛ■4■｡一一'■一寺4■－q■‐1■口q■●○1■｡●q■〔＝。q■●‐亡弓一.

■‐画一ロー‐●~--■■‐‐q■■､ｰU■ー1■ー‐｡‐ーq■‐q■ﾛ■＝q■＝q■q■■■ー

■q■■■■■ー‐q■■■ﾛ■■、ー‐‐｡■‐d■一－一画一｡。~●｡‐●つつ｡■‐‐｡q■q■

､ｰP‐‐●■■Q■‐■。■－1■q■I■q■■ﾄ 1■‐○4■｡’■1■●I■q■q■●4■q■｡q■●d■●

① ●

、■‐ー■、 q■‐q■‐U■ー一口－－口‐。■ーCP－●の‐■､●－.■－－■ﾄ 4■－4■●’

､4■q■一‐q■‐q■‐｡■q■q■I■‐ｰ■q■｡■‐‐ロー‐‐｡‐｡‐‐■■p■‐■■｡■ロ!

b■■－－－q■－－q■■■一一．■■■‐口一一一．■。■。■q■I■‐I■■■ロー色争乞い｡‐●

､ロー●‐●q■一色‐●‐‐‐ロー‐q■q■q■q■q■q■■■ーq■｡■■‐■■ﾛ■ー■■q■ー■■

小 計 （ 件）

合 計 （ 件)．

円

円



(C-4) (社保･国保）

返還内訳書（指定公費）

登録記号番号

柔道整復師名

施術所名

（ )枚－

１
『
や
１

No. ■－4■1■‐●4■1■■トー一q■

公費負担者番号
ー｡■q■q

公費負払 医儲 の受給者番号
保険者番号 受給者名

施術
年月

本家

区分
返還金額 事由

B一一一一’ ‐q■‐■■ ■q■d■色■■ Dー‐‐一q ■●‐■■－ ､ー‐‐q■q

<こ
円

、●●－－1 ‐‐‐q■■ ■｡q■‐1■ ●4■I■一つ 口■■ー－■

<く：
B‐‐ローq －9■‐q■■ ■q■q■q■‐ b‐一一一■

<＜
､4■■P‐●I ●‐●●｡ ■一一一＝ ■ーq■‐q■■ q■‐‐‐｡ ■･一色｡ ､‐■b●‐●

<く
D‐‐一。■1 ■■ー‐＝■ ■●●‐｡ ､■し｡‐‐■

、く
b一一‐｡I ■トー‐●■ ロU■一一一 Dロー‐pq

く＜§
■一一＝‐ ー－1■■■■ U■ ■＝ー■■ー ■q■‐‐‐ ‐‐q■－■

<＜
､ーー~＝0 ‐q■一申■ ロ■ー一一■p レーーー■ﾛ ﾛ q■U■q■一一 ﾛ■ー■■■ー ロローロー●

くく
巳－4■一○4 一－一一1■ の●ロー‐ ､q■口●‐q ｡●1■‐｡ ■画一‐ー 卜■、‐q■q■■

＜§
■｡●｡■1 ｡q■○一■ ＝一日■ｰ‐ ､ｰ■‐ｰ■ ｰ‐‐‐■ ■‐‐-－ ､ー。■●■bq

＜§
‐中一口ﾛ

<＜：
､‐｡■ﾄq■1 ‐■ﾄ●｡■ 一‐q■－－ b一一ー~｡ ●‐‐。■● 、‐■b●q■ ､｡ーーー■

亀く
小 計 （ 件）

円

合 計 （ 件） 円



(C-5)

返還内訳書(生活保護）

負担者番号 登録記号番号

負担者名 柔造轄復師名

施術所名

（ ．)約

-L』
~

I

No. 受給者番号 ・受療者氏名
施術

年月
本家
区分

返還金箱 事由

円

1■ 6

小 計 （ 件）

合 計 ．（ 件）

円

円



保険者別返還金額内訳書(社保）

登録記号番号 （ 一 ）枚

０
吋
』
Ｉ

保険者番号 協会けんぽ 社保共済 社保組合 社保船員 社保その他 社保指定公費 合計

保険者名 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

小 計

合 計●



保険者別返還金額内訳害(国保等）

（ 一 ）枚

ｌ
、
函
Ｉ

保険者番号 国保一般 国保退聴 国保指定公愛 後期高齢者医療
公
(糟定4

R負担

§費を除く）
生活保謹 合計

保険者名 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

9

●

○

－－■■■0－－

小 計

・合 計



～

指摘事項別返還金額内訳書

ｌ
Ｎ
ｍ
ｌ

垂讃整復師名 施術所名 登録記号番号

監査年月日 平成年 月 日～平成 年 月 日 返還期間 平成年月分～平成年月分（ 月）

返還事項

(指摘事項毎に記戯）

社 保
(指定公費含む）

件数 金額

国 保
(指定公費含む）

件数 金額

後 期

件数 金額

公 費
(指定公養除く）

件数 金額

生 保

件数 金額

合 計

件数 金額

小計

合計



作成要領(社保･国保） 【返還同意書】(様式A-1)

(A-1)

平成年月 日

※返還金関係書類一覧の返還同意書の宛先別に作成すること。
返還.同意書

OO厚生(支)局長椋
(OO県知事様）

登録記号番号

柔道整復施術所名称

所在地

柔道整復師(施術管理者)名

開設者名

1開設者名

法人の場合は､法人の名称及び代表者名を記載し､法人印を押印すること。

平成年月 日から平成年月 日に行われた監査において指摘のあった事項に係る

療養愛の返還金額等については､下記のとおりです｡．

なお､返還については､肢当する保険者等へ直接返還することに同念します。

Ｉ
剖
討
Ｉ

配
2「内訳｣の件数欄には､返還内訳書の行数の合計(返還対象になる療養費支給
申請書の枚数)を記載してください。

1.返還の対象となった療養愛鯖求年月

e

平成 年 月 から 平成 年 月

2.内訳

件数 金額

件 円社保計
(国保計）

3.保険者別及び受給者別内訳

別紙『保険者別返還金額一覧表』､｢返還内訳書」のとおり



作成要領(社保｡国保） 【保険者別返還金額一覧表】(様式B-1)

(B-1) ※返還金関係書類一覧の返還同意書の保険者別に作成すること。(社保･国保）
一

保険者別返還金額一覧表

(負担者別返還金額一覧表） 1 「登録記号番号｣欄
各柔道整復施術所について定められた登録記号番号を記載すること。零

量…＝＝－季讃啓釘箪名 鎧衛所名←一一 ＝． ）枚
2「柔道整復施術所名｣欄
柔道整復施術所の名称を記載すること。

3『（－）枚』欄
左側に当該一覧表に係る合計枚数を記載し､右側に枝番号(通し番号)を記載すること。

保険者番号
(負担者番号）

保険者名
(負担者名）

本家
区分

Na 金額(返還額） 鯖考

塗別 府県 番号 CD

円

0

I

I ※各行への記鮫
保険者番号別､かつ本家区分別に－行毎に記載すること。I

凸
■
■
■
ロ
町
日
８
６
口I

4「保険者番号』及び｢保険者名｣欄
医療保険各法の保険者番号･保険者名を記載すること。
なお､保険者番号の小さいものから順番に記載すること。

I

’１
吋
函
Ｉ

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
８
６
“
ｑ
‐
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
■

5「本家区分｣欄
次の区分に応じ､該当する数字を記戦すること。
・本人・･････････････････････････････････････・ ク
・六歳(未就学者） 。｡…･･･････････〃････････････4

・ ・家族・･･････････････････････････････････････6
．高－(高齢受給者･後期高齢者医療一般､低所得者)・・8
・高7(高齢受給者･後期高齢者医療7割給付)･……・0’ ’

1

１
１

’ ※区分｢& Dうち_20 胃えき分の1割分については､指定公4月以履 D1

’ ’
一s 】、B－5(国】に戸 るこ

1

6「金額(返還額>』欄
擦養費返還額を記鮫すること。｜ ’

7r小計｣及び｢合計｣欄
小計はざ保険者別返還金額一覧表1枚毎の計を記載すること。
合計は､当該一覧表に係る総合計を､最上部((○一')枚の頁)に記戯すること。

１
１

円
(保険者数
(負担者数

ｊ
ｊ

計小

円
(保険者数
(負担考数

ｊ
ｊ

《
ロ 計



』

作成要領(社保｡国保） 【返還内訳書】(様式C-1)

乗陳者別月
上1－作命宅

量録記号誉号｣稲
昌柔讃撃梅施術胃

ｴ且 醒伽脚1石」掴

1整裡施術所の名称寡記
／

ー

保険者蓄号｣及び『保険者名｣欄
要鯉俣睦各法の保険署番号.俣陰箸宗葬記冑

、 翼｣¥閑 ．

!該保険者に係る合計枚数客記載L_右イ を記載する
０
劃
－
０

昏打への記n

l霊考別一族1 に1行ごと

～

～
5被保険者証6
医療保険冬差

番号｣欄 ． 、
果険者の被保険者証等の記号･番号参顯載す署

～
＝泳看産毛」掴

l註垂謂轄復施1

、 I施耐年F

施術篝寄：

(C-1)

保険者番号

保険者名

返還内訳書

登録記号番号

(社保･国保）

（ － ）枚

目

｜ I l l l l l、～卜

Na
被保険者証の

記号･番号
受疲者氏名

施術

年月

本家

区分
逓週金麺 事由、

や

～

円

一
一～
～
～
一

ﾏ～
～
～
～

～
～

～

～

、

～ ～
～
～
～

～
～ 、、

、 、
｜ ’ ｜ ’ ｜ ’

● ■

’ ’

小 計 （ 件）

合 計 （ 件）

円

円



‐

作成要領(社保･国保） 【返還内訳害】(様式C-1)

(C-1) (社保･国保）
g｢本家区分｣欄
次の区分に応じ､該当する数字を記載すること。
・本人……･…………･兜………。。……・・ 2●

・六歳(未就学者)……･…･……･…･･･…････4
・家族……･…………………………・・ 6
。高－(高齢受給者･後期高齢者医療一般､低所得者） ・・ ､8
・高7(高齢受給者･後期高齢者医療7割給付）……・・ 0

返還内訳書

保険者番号 ､壁録紀号番号

保険者名 柔遠整復師名
生傷

施術房名
10「返還金額｣欄
療養愛返還額を給付割合に従い記載すること。

例:返還対象となる金額が100円で､社保本人の場合、
100円×70%=70円

（ )枚)枚

被係険審旺の

配号･番号

家
分
本
区

遁遭金 事由事由

11 「事由｣欄
返還の指示があった項目別に記職すること。
返還事由を簡記すること。
例:往療料の算定誤りのため

１
函
－
１

12「小計｣及び｢合計｣欄
小計は､返還内訳書1枚毎の計を記載すること。
合計は､当該保険者に係る総合計を､保険者分の最上部（(○－1)枚の頁)に記載
すること。



作成要領(後期高齢者医療） 【返還同意書】(様式A-2)

(A-2)

平成年月 日

返還同意書（後期高齢者医療）

OO県知事・様

登録湿号番号

柔道蔓復施術所名称

所在地

垂密魯獲師(施衡管理者)名

開設者名

1開設者名

・法人の場合は､法人の名称及び代表者名を記載し､法人印を押印すること。

印

平成年月 日から平成年月 日に行われた監査において指摘のあった事項に係る

療養壁の返還金額等については､下記のとおりです。

なお､返還については､酸当する保険者等へ直接寂週することに同憲します。

肥

Ｉ
亜
一
Ｉ

2「内訳』の件数欄には､返還内訳害の行数の合計(返還対象になる療養費支給申
請書の枚数)を記載してください。

1．返還の対象となった擢萎畳蹟求年月

平成 年 月 から 平成 年 月

2.内訳

制度区分 件数 金．額

後期高 医璽肘 件 円

3.保険者別及び受給者別内訳

別紙r保険者別返還金額一覧表』､｢返還内訳書』のとおり



作成要領(後期高齢者医療） 【保険者別返還金額一覧表】(様式B-2)

一

－－－－2 栗坦歪震施術肋名｣橘
柔讃轄復飾術所の名称

、
ー

：表に鋒急舌
謬寸馬Fルー

合1丁"、四日回駆

果陰者審号別X

I探険者番号｣及びI保険者名｣梱

高齢者の医療の確保に関する法律による保険者番長
旨名を記載すること。
なお_保険者番号の小さい*,のか島宿老に記鋳寸嘉r

０
重
画
Ｉ

涜吾郡坦財呆盈翻偲

寸等によって俣陰者
省医＝0匹垂里＝

号が1畳が僧

、 ~急叡子を配軍

卿窩齢者疾癖．

昌了【 ．名

、 』浬逼冨丘観｣嶺
垂＝雪:扁号吾望

~、、
胸WAI雀

小計は､保険者別返還金額一覧表1枚毎の計を記載する
こと。

合計は､当該一覧表に係る総合計を､最上部((○－1)枚
の頁)に記載すること。

(B-2) ･

信一
円
守

入
里

、
、

‐●

、
■
■
■
ｐ
●
０
凸
？ 宝

’
●
０

、

、
■
■
■
■
Ｕ
Ｏ
Ｒ
■ 、

小 計

合 肚

(保険者数 ）

(保険者数 ）

垂

円

両

、

、



作成要領(後期高齢者医療） 【返還内訳書】(様式C-2)

(C-2)

※｢返還内訳書』は､保険者番号別に作成すること。
また､入外区分ごとに作成すると便利です。

返還内訳書(後期高齢者医痩）

保険者番号 登塁眼号番号
一

垂強瞳鐘師名 1 「登録記号番号｣欄
各柔道整復施術所について定められた登録記号番号を記
載すること。

2「柔道整復施術所名｣欄
柔道整復施術所の名称を記載すること。

3「保険者番号｣及び｢保険者名j欄
高齢者の医療の確保に関する法律による保険者番号･保険
者名を記載すること。

施蒲~誕名

ー

Nb寺J被保険者証の配号･番号I 受療者氏名 ｜施衡年月 返蚕令麺

円

4「（ － )枚｣欄・
左側には当該保険者に係る合計枚数を記載し､右側に枝番
号(通し番号)を記戯すること。

１
重
函
１

※各行への記戴
受療者別､施術年月別､区分別(療養費支給申請書の作成
単位)に1行ごと記載すること。

5『N◎.」欄
保険者別､記載行別に1を初期値とした通し番号を記載す
ること。

6「被保険者証の番号｣欄
高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の被保険
者証等の番号を記載すること。

7「受療者氏名｣欄
当該柔道整復施術所において､施術を受けた者の氏名を記
載すること。

8「施術年月｣梱
施術を行った年月を記戯すること。

円 円計
一
計

小
一
合

〃
■
■
も
。
〃
■
巳
。

掬
一
綱



作成要領(後期高齢者医療） 【返還内訳書】(様式C-2) ー

(C-2)

9「本家区分｣欄
次の区分に応じ､該当する数字を記載すること。
。高－(高齢受給者･後期高齢者医療一般､低所得者）

・・ 8

・高7(高齢受給者･後期高齢者医療7割給付）
・・・・・・・・O

10「返還金劉欄
療養費返還額を給付割合に従い記戦すること。

例:返還対象となる金額が100円で､給付割合が9割
の場合､100円×90%=90円

返還内訳書(後期高齢者医療）

保険者番号 登
一
柔

録 配号番号
一

遭整復師名保険者名 後期高齢者疾窒広埋連合

ー

本家
区分

No. l被保険者歴の記号･番号l 受療者氏名 ｜施術年月 返迩金麺 事由

円

11 1事由』欄

返還の指示があった項目別に記載すること。
返還事由を簡記すること。
例:往療料の算定誤りのため

’
一
一
１

121小計｣及びI合計｣欄
小計は､返還内訳書1枚毎の計を記載すること。
合計は､当該保険者に係る総合計を､保険者分の最上部
((O-1)枚の頁)に記載すること。

円
一
円

円
一
円

小
一
合

計
一
計

”
■
己
。
・
夕
ロ
■
、

網
一
御



作成要領(公費） 【返還同意書】(様式A-3)

(A-3)

平成年月 日

同意書（公費負担）返 壷

OO厚生(支)局長様
(OO県知事様） 1開設者名

法人の場合は､法人の名称及び代表者名を記載し､法人印を押印すること。

登録妃号番号

垂鐡聴復施術所名称

所在地

柔道整復魔(施術管理者)名

開設者名

2内訳

この様式は､公費医療負担制度に係る返還金申し出を行うための同意書です。
各行に制度ごとの合計を記載してください。

印

印

平成年月 日から平成年月 日に行われた礁審におし に係る

ごツ・療養黄の返還金額等については､下記のとおりです。

なお､返還については､該当する保険者等へ直接返還することに同窓

１
壷
函
１

配

1.返還の対象となった療養愛購求年月

※1公費返還同意書に記戴する返還額は､公養負担部分のみになります。
社保･国保･後期の返還金については､それぞれの同意書に記舷してください。

平成 年 月／から 平成 年 月

※2指定公費く法別番号:99､一般の高齢受給者(70歳から74a)の区分｢8｣の
うち､平成20年4月以降の1割据え置き分の1割分＞については､指定公費
として､様式A-4に記戦すること。

2.内択

3.公寅負担者別保険者燭及び受給者別内択
別紙F公員負担者溺保険者別返還金額一覧表』､『返還内訳害」のとおり

公愛負担の種別 件数 金額

件 円

件 円

件 円

社傑酎

(国保計）
ク

汗 円



作成要領(公費） 【公費負担者別保険者別返還金額一覧表】(様式B-3)

(B-3) ※社保･国保･後期毎に作成する。(社保･国保）

公費負担者別保険者別返還金額一覧表

1 「登録記号番号｣欄社保･国保の作成要領に同じ畠讃零徳圃 （ _

公養負担者番号 保険者番号 2「柔道整復施術所名｣欄社保･国保の作成要領に同じ
●

3『（－）枚｣欄社保･国保の作成要領に同じ

本家
区分
給付
割合

公員負担者名 金墾(運撰顎》 儀考

円
１
１
０

１
１

※各行への記載
公費負担者番号､保険者番号､本家区分別に､一行毎に記載
すること。

I

■
■
■
田
圃

■
Ｕ
■
■
ｒ
■
■
。
Ｄ
ム
ザ
ー
■

も
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
国
■
■
■

4「公萱負担者番号｣及び｢公受負担者名｣欄
公養負担者番号及び公費負担者名を記戦すること。

雷’
5「保険者番号｣欄医療保険各法による保険者番号を記鮫す
ること。

1 11

１
軍
亜
１

6『本家区分｣欄社保･国保の作成要領に同じ

’
7「給付割合｣欄公養負担の割合を記鮫する。
（例)3割

’

’
8「金額(返還額)｣欄社保･国保の作成要領に同じI

(公貴負担者数 (保険者数） ）

9「小計｣及び｢合計｣欄社保･国保の作成要領に同じ(保険者数(公費負担者壁 ） ）



作成要領(公費） 【返還内訳書】(様式C-3)

／

亘狸看ろ」和

当塑窒塁審癖

R貫廻匿振の受諾者番号｣欄は､公蚕等G

星陰署証の浬呂･番号I塩l士一舗俣跨諦

と ｡

～
累賎者 」及びI俸露名｣欄
,密に左る俣睦の俣陰者審号及祁俣躍箸隼

１
，
吋
Ｉ

ー
＝転個兵毛」
1底i－P1I缶矩目

施耐年月」禰

周福年肩寄肩里侭

一
、

～

ー
｡1あった項目別に作成す壱

二ついて子の範参翻罰I ．

醒日旬些匡

号上部【【0－1〕粒の画1に”‘

ること。

(C-3) (社保･国保）

公蜜負担零番号

公登負担者名

保険者番号

保険考名

返還内訳書(公養負担）

二二一一
I■■■■■

～

ー

～

～

、

～

－

－

Na
公畳曾粕腰塵の受給者番号
一一一■■■■ーー‐‐‐■■ーー‐ー‐‐‐-口~●

被保険者鉦の紀号･番号
受給者氏名

施術

年月

本家

区分

～

蕾荷翻食一軍返金額 事由

ぐ
‐‐ーー一一一‐一ーローローーーロ一一一一■

－ m

～
～

'■■一一一一一■■ー＝■■‐－年｡｡や●○つロー●

←

～
～ ～.

ー■■一一q■‐ーq■｡｡｡‐‐－q■－－－－■■－口

←

～
一
一

ｰ

～

ー＝■■一‐一一‐ー‐一一‐ー‐一宇一一‐●●

～ ～

、～
一一．■ー一②一●■｡‐の今の●CQ■毎－，－■■■ ヘ 、～
●d■｡●ロー●｡●●●‐q■ローーーq■－－－■ 、ﾐー

～

ー一－一一一■■ーー一口○一ーー‐一－一－－■ 、、
‐●‐●｡~争の｡‐ロ●~~●一一ロロロー｡ 、
一‐‐ー‐一一‐一‐ー‐ーーー。■一■■ー■■一■

－

～
‐一一ー‐一口一一一一ローーーーーー‐‐‐■

◆ ～

‐幸●●■、｡。■。■q■■レーーーー■、一ｰ垂一一一口

＝■■■■一■■ー■■口■■■■■■‐‐‐ー‐‐一再一一■

－

小 ． 計 （ 件）
円

／／一
合 計 （ 件）

一

／



作成要領(指定公費). 【返還同意書】(様式A-4)

(A-4)

平成年月 ・日

返
今一
一

]塁 同意書（指定公費）
1開設者名 ・

法人の場合は､法人の名称及び代表者名を記載し､法人印を押印すること。OO厚生(支)局長機
(OO県知事様）

登録紀号番号

柔道整復施術所名称

所在地

柔道整復師(施術管理者)名

園股者名 印

１
函
函
１

平成年月 日から平成年月 日に行われた監壷において指摘のあった事項に係る

握養愛の返還金額簿については､下妃のとおりです。

なお､返還については､該当する保険者等へ直接返還することに同室します。

2内訳

この指定公費返還同意書に記載する返還額は､指定公費のみです。
指定公費(法別番号:99､一般の高齢受給者(70歳から74歳)の区分｢7.8｣のう
ち､20年4月以降の1割据え置き分の1割分)についてのみ､この様式を使用してくだ
さい。寵

1.返還の対象となった療養愛購求年月

平成 年 月 から 平成 年盗

2内訳

3.保険者別及び受給者別内訳

別紙｢保険者別返還金額一覧表｣､｢返還内訳書」のとおり

公饗負担の狸別 件数 金額

社保計
(国保計）

件 円



作成要領(指定公費)【保険者別返還金額一覧表】(様式B-4)

(B-4) (社保･国保）

保険者別返還金額一覧表(指定公費）
1 「（－）枚｣欄
左側には当該指定公費に係る合計枚数を記載し､右側に
枝番号(通し番号)を記載すること。（ ‐－ ）枚。

公愛負担者番号

且.~~盗賓質垣崖蕊あ勤蓉溌需~~~..…．
本家
区分

Nob 保険者名 返還金鍾 備考

.…1---.1…_l二工二 円｡●‐＝己。■－－－
d■ーq■の

2「公費負担者番号｣及び｢公蓋負担医療の受給者番号｣欄
負担負担者番号は『99県番(【例】○○県9909)と左寄
せで記入し､受給者番号は記入不要です。

三十十・・|･･十・十・二
○4■■一一

ｰ‐。■d■

､++･F■■一一ー＝ー。■■‐
‐q■一○

■■一一ー君一一一一寸■‐一ロマーーー■や一一一一トー一一口し一一!■D－L－－－－

､+++･+･･|…‐ 3－｢本家区分｣欄
社保･国保と同様､区分｢7｣か『8｣を記載してください。

‐■■ーー

1

霊
1 …+…|…さ'…．|･･‐4■ーq■d■‐q■‐d■q■

一一-口

三fゴニ料三厩=匡 4「返還金額』欄
返還対象となる金額を記載してください。－－-'--.-'----1-皇.-↓----'一…l..5言に二‐

1

淵

一ローq■

5「小計｣及び｢合計｣欄
小計は､返還内訳書1枚毎の計を記載すること。
合計は､当該公費に係る総合計を､最上部((○－1)枚の
頁に記載すること。

ｰ一－一

‐1■■ーわ

(保険者数

硬爾薮

、
■
〃
”
■
心
ｑ
ｇ
ク

円
一
円

一



作成要領(指定公費） 【返還内訳書】(様式C-4)

(C-4) (社保･国保）

1 「（ － ）枚｣欄
左側には当該指定公費に係る合計枚数を記載し､右側に枝番
号(通し番号)を記載すること。

返還内訳害（指定公費）

登録配号番号 一

柔道整復師名
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

施術所名
2「公費負担者番号｣及び｢公費負担者医療の受給者番号｣欄
指定公費は､負担者番号は｢gg県番｣(【例】○○県9909)と
左寄せで記入し､受給者番号は記入不要です。

公畳負担者番号
一一~一一一一一一一一一一一一■■ローーーーーーー■■一

公愛負担医療の受給者饗量 返還金額 事由

zi++1%･E
円

3「保険者番号｣桐
基礎になる保険の保険者番号を記入してください。

｢++－－k
4「受給者名｣欄
指定公費該当者の名前を記入してください。＋十・k

’
ぬ
－
１ 5「施術年月』欄

施術年月を月単位で一行毎に記入してください。

一-一‐ー ●わ4■一一

6「本家区分｣棚社保･国保と同様､区分｢8』か｢O｣を記載してください

f+F
7「返還金額｣欄
返還対象となる金額を記載してください。

-++--‐
8「事由｣欄
返還指示があった項目別に記載すること。
返還事由を簡記すること。
（例)往療料の算定誤り

‐‐q■ー‐■■

’
....~ ~~I~~ ~~‐

9「小計｣及び｢合計｣欄
小計は､返還内訳書1枚毎の計を記載すること。
合計は､当該公費に係る総合計を､最上部((○一1)枚の頁)に
記載すること｡．



作成要領(生活保護） 【返還同意書】(様式A-5)

(A-5)

平成年月 日

返還同意書（生活保護）

O○県知事様

登録鹿号番号

柔道整痩施術所名称

所在地

柔道整復師(施鋳管理者)名

開設者名

法人の場合は､法人の名称及び代表者名を記載し､法人印を押印すること。
1

開股者名 印

平成年月 日から平成年月 日に行われた監蚕において指摘のあった事項に係る

療養愛の返還金額等については､下配のとおりです。

なお､返還については､肢当する負担者等へ直接返還することに同竃します。

記

1

雪
！

f，

内訳の｢件数』欄

返還内訳書の行数の合計(返還対象になる擦養費支給申請書の枚数)を記載し
ください。

2

1．返還の対象となった擦饗費鯖求年月

平成 年 月 から 平成 年 月
、

2.内訳

件数 金額

生保計 件 円

3.負担者別及び受給者別内訳
･

別紙｢負担者嗣返還金額一覧表｣､｢返還内訳香」のとおり

、

〃



作成要領(生活保護） 【負担者別返還金額一覧表】(様式B－5）

B霊一翼の起電同雇書の保険者別に作成すること。

§号』掴
膳術所について定められた容鰹眼号番号(7桁)妄醒錘す署

。

－2

、
3『（－）枚』掴

乗合合 ・ 記醸I_右偲 るこ

｡

ー 4 ﾖ理…若｣及びI負担者名｣梧

活保瞳の負担者番号･負担者呂
お‐負担零番号の小声い余の金

ｌ
心
函
Ｉ

、

2

、
｡

』｣n町｣錘⑭1台画

｣､計は.負担者】
階肝』士当睦－9

叉塞の財を理n
畳卜翻ffn－

｡

● ●

(B-S)

一一一一一一 一

負担者別返還金額一覧表
(生保）

一 1 －－ 』砥一

Na

負担君番号

銭別 府県 昏号 CD

負担者名 葬
唖 舎画〔璽璽画，

一
頭

、

や～
－

周

■
■
０
０
■
Ⅱ
■
》 ー ー

凸
■
●
。
型
■
７
日
０

■
■
■
■
６
Ａ
■
■
４
△
■
■ 一

ｰ

一
．
．
－

Ｄ
Ｐ
二
■
■
■
■
・
・
ワ ～屋

一
■
■
Ｐ
Ｏ
Ｄ
■
■
■
■

～
、■

ｇ
ｏ
寺
，
一
■
己

又

、
～

１
９
０
０
■
Ⅱ
８

､

、
１
６

凸
■
●
９
●
２
■
■
■
■ 、

ｇ
白
日
■
■
Ｉ 、
U

町

0

●

凸

昏

。

■

●

■

■

■

■ ～
’

、

、
０
甲
●

■
■
■
■
■
■
。
。
①

4

■

Ｆ
０
ｃ
■

0

0

0

■

ﾛ I

小 針

合 計

(負…砂 ）

〔負銅零勘 ）

円
一

円

－



作成要領(生活保護） 【返還内訳書】(様式C-5)

(C-5)

※「返還内訳書』は､保険者別に作成すること。
また､【入外区分】ごとに作成すると便利です。返還内訳書(生活保謹）

1 「登録記号番号｣欄
各柔道整復施術所について定められた登録記号番号を記載すること。

2「柔道整復施術所名｣欄
柔道整復施術所の名称を記載すること。

負担者番号 登蝿肥号番号

負担者名 柔道整復師名

遁術所名

3「負担者番号｣及び『負担者名｣欄
生活保護の負担者番号･負担者名を記載すること。

（ )枚

施祷

年月

本家

区分
受給者番号No． 受療者氏名 頭壷全麺 亭由

円
4「（ － ）枚｣欄

左側には当該負担者に係る合計枚数を記載し､右側に枝番号(通し番号)を記載
すること。

※各行への記載
受療者別､施術年月別､本家区分別(療養萱支給申請書の作成単位)に1行ご
と記鮫すること。

’
ぬ
函
Ｉ

5「N◎.』欄
負担者別､記載行別に1を初期値とした通し番号を記載すること｡

6「受給者番号｣欄
生活保護の受給者番号を記載すること。

7「受療者氏名｣欄 、
当該柔道整復施術所において､施術を受けた者の氏名を肥載すること。

8「施術年月｣欄
施術等を行った年月を記載すること。

円
丙

小 ・計 （ 件）

合 計 （ 件）



作成要領(生活保護） 【返還内訳書】(様式C-5)

／

2

・・・．。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4

竃壱・雀畑信

ﾖ署･後期高
ﾖ看匿綴一

署医療7宴

と－1比Rh‐ 8

Ｉ
亜
」
Ｉ

／1 』理寧霊報｣砺
牛壼保露分の

闇
右／

句

●

／
((○－1)枚の頁)に

(C-
○

5）

負担者番号

負担者名

返還内訳書(生活保護）

登録配号番号

柔道整復輝名

幽亙号アニニ二

P

〆

〆

恥 受給者番号 受擾者氏名
施術

年月

本家

区分 ノ還緬 事由

▲一 、 円

／

／
〆

／

／

／／
小 計 （ 件）

合 計 （ 件）

円
〆

円



雨~=冒司

○厚発OOOO第○号

平成 年 月 日

保険者 様

○○厚生(支)局長

療養費の返還金について

下記柔道整復師の監査を実施したところ､施術内容及び療養費の請求について不正又は不
当な事項が認められ返還金が生じましたので通知します。

処理については､下記の方法で行うことといたします。

また､参考までに返還対象となる患者について取りまとめた｢返還内訳書｣を併せて送付しま

すので､一部負担金に過払いが生じている場合は､被保険者等に対して通知していただくよう
お願いします。

記

1．登録記号番号

2.柔道整復師名

3.施術所名

4.返還金額(合計） 円

5.処理方法

貴職から直接､上記柔道整復師等に返還請求してください。
I

-95-



I

進行要領3

‐

＄
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｢蓼害ZJ

監査進行要領（例）

ただ今から､○○厚生(支)局○○事務所及び○○県による○○整骨院の監査を開始いたします。

1 本日の監査につきましては、平成○○年○月○○日に個別指導を実施しましたところ、施術

内容及び療養費の請求について疑義が生じましたので、「受領委任の取扱規程｣第8章38の規
定に基づいて行うものです｡．

（※協定の場合は、 「受領委任の取扱規程」を「協定書別紙」と読み替える｡）

それでは、本日の監査の担当者を紹介します。

まず、○○厚生（支）局○○事務所の担当官を紹介いたします。

○○事務所の ○○所長です。

○○指導課長です。

○○指導医療官です。

・○○医療指導監視監査官です。

○○医療事務専門官です。

次に、○○県の担当官を紹介いたします。

○○県○○部○○課の ○○課長です。

○○課長補佐です。

○○主任です。

2

《

私は、○○厚生（支）局○○事務所○○係長の○○です。よろしくお願いいたします。

それでは、監査の開始に当たりまして、○○医療指導監視監査官より、監査主旨及び注意事
項を申し上げます。 ．

本日は、お忙しいところを、監査にご出席頂きまして、大変ご苦労様でございます。
へ

冒頭、司会からお話がありましたとおり、○○整骨院につきましては、平成○○年○月○○

日に個別指導を実施しましたところ、施術内容及び療養費の請求について疑穣が生じました。

監査の目的は、施術内容及び療養費購求に係る事実の確混をさせて頂き、公正かつ適切な措置

を採ることでございます。本日出席の施術管理者等にいろいろなことをお尋ねしますので、質
問に対しては、事実に基づき正直に、かつ、正確にお答え頂くことをお願い申し上げます。

もし､質問に答弁されない場合又は虚偽の答弁iごよって行政庁の事実確認に支障が出た場合、

「受領委任の取扱いの中止｣となる場合がありますので､よろしくご協力をお願いいたします。
また､本日の監査の中で､事前に準備していただいた書類以外に必要とされる書類があれば、
さらに提示を求めることがあります。

なお、本日中に所定の確麗ができない場合は、後日改めて監査を続行することがありますの
で、予めご了承いただき協力をお願いいたします。

？
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次に、○○医療指導監視監査官から監査手順を説明申し上げます。

監査の手順ですが、初めに、○○指導医療官と私が施術内容及び擦養壷の請求の全般に
いてお伺いいたします。その後、開設者の方につきましては、○○指導医療官と私がお話
お伺いいたします。その後、施術管理者の方に続けて事情をお伺いいたします。事務員の
は○○厚生（支）局の○○指導第二係長と○○県○○部○○課の○○主任が事情をお伺い
ますので、よろしくお願いいたします。

なお、本日持参いただきました関係資料につきましては、写しを取らせて頂きますがよ
,しいでしょうか。

つ
を
方
し

ろ

それでは、監査を開始します。

《監査で確浬すべき事項の聴取が終了した場合》
●

3

4 12時となりましたので、ここで午前中の監査を中断いたします。午後は1時から開始しま
す。 （昼休憩）

6それでは、ただ今から取りまとめを行いますので、 しばらく監査を中断します。○○整骨院
の方々は、お呼びするまで控え室にてお待ちください。
（監査中断）

「監査担当官により取りまとめ」

7監査再開

（○○医擦指導監視監査官）

それでは､監査を再開します。これまでにお認めいただいた事実について確翌させて頂きま
す。

（監査調査書の「柔道整復施術所等に係る事故内容」を読み上げる｡）
以上、間違いございませんか。

（弁明書の記戦及び署名、押印をさせる｡）

（監査鯛査書に署名、押印を頂く｡）
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U聴耳x内谷の確認のため、聴取内容を覗み上げ、聴取内容に間違いがなければ、聴取者から署
名、押印を頂く。

0

O患者個別鯛書への弁明等の記述については、
を頂く､。

事情聴取の中で被監査者に確認し、署名、押印

U縄取閣脊の碓麗のため、聴取内容を読み上げ、聴取内容に間違いがなければ、聴取者から署
名、押印を頂く。

○患者個別調書への弁明等の記述については、 事情聴取の中で被監査者に鯛書の記載内容を確
麗させた後、弁明を記載させ、署名、押印を頂く。



8講評

それでは、本日の監査の講評を○○事務所長から申し上げます。

、

監査の講評をいたします。

本年○月○○日に、個別指導を実施した結果、

から、本日の監査を実施いたしました。

本日の監査におきまして、○○○○といった架

いった不当請求の事実が確認されました。

本日の監査で確定した事故件数は○○件、不正

このことは、お互いの信頼関係を大きく損なう

監査で確認したものを含み、平成○○年○○月

検し、保険者に返還されるよう所定の手続きを

の行政措置は精査のうえ、後日文書にて通知い

社会保険医療行政に対する国民の期待は、非常

かりしている限られた財源を有効、かつ、適切

ことから、私どもといたしましても、より一層

なければならないと考えております。

なお、今後の資料精査において再度確認が必要

ますので、念のため申し添えます。

以上、監査における基本的な事項を申し上げま

g○○整骨院を代表して施術管理者の○○さん、何かございますか。
（被監査者の意見）

10終了

それでは、以上をもちまして○○整骨院の本日の監査を終了いたします。長時間ご協力い
ただき鰔にありがとうございました。

《中断の場合》

O監査中に関係書類不足が判明した場合

灘
○新たな事実が判明した場合

蕊蕊 :::::二J
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